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物流の効率化とトラック輸送の安全対策 一一一 堀内武徳

コニカの安全防災対策について 一一一一鈴木信生

疑似体験世代と力工ルの解剖 一一一一一 鳩員太郎

火山列島騒然

2000年の火山活動と対応を検証する（座談会）

大粒の嵐 “ひょう” 木平泰浩

リスクマネージメントと環境会計 一一一 中丸進



2000年日本列島の火山活動活発

有珠山と三宅島雄山の噴火
座談会「火山列島騒然－2000年の火山活動と対応を検証する－J(26ページ）をご参照ください

噴火予知に成功した有珠山の噴火

3月28日 臨時火山情報。道が有珠山火山活動災

害対策連絡本部、道警が災害警備対策

室、周辺6市町村が災害対策本部など

を設置。

29日 緊急火山情報、「数日以内に噴火する

可能性カf高い」。伊達市、虻田町、壮

瞥町は避難勧告を避難指示に変更。政

府、危機管理センターに 「宮邸対策室j

を設置。

30日 伊達市、虻田町、壮瞥町の避難住民計

4,723世帯、 13,039人。 有珠山西側斜

面などで断層や地割れを確認。西山西

側斜面で噴火、火砕流発生。

31日 政府、 「非常災害対策本部」 設置。

4月 1日 金比羅山の西側山麓で噴火。

4日 西山と金比羅山の火口群の中間で新た

に噴火。

5日 火山噴火予知連見解、「爆発的噴火の

可能性カ昔、高いj。

9日 避難住民の一部か‘一時帰宅。

12日 火山噴火予知連見解、 「火山活動は北

西山麓に限定され、大規模な噴火の可

能性は低し、Jと5日の見解を修正。一

部の地域 （避難民言十4,749人）の避難

指示を解除。

5月22日 火山噴火予知連見解、「火山活動が終

息に向かう可能性があるん さらに避

難指示解除、残る避難指示区域の住民

は2,378世帯、 4,956人。

7月10日 火山噴火予知連見解、「マグマの供給

は止まり 、火山活動は終息に向かつて

いるJ。

未経験の活動で予測不能、三宅島の噴火

6月26日 三宅島火山性地震活発化。緊急火山’｜

報。国土庁、災害対策関係省庁連絡会

議開催。阿古地区と坪団地区の住民約

2,300人に避難勧告。

6月27日 阿古地区西方約 1kmで海面が変色し、

海面の盛り上がりを確認。火山噴火予

知連見解、「すでに海底噴火が起こ っ

た可能性がある。マグマ活動が西iこ移

って、陸上での噴火の可能性は低くな

った」。

6月29日 火山噴火予知連見解、「陸上や海面に

影響を及ぼす噴火の可能性はほとんど

なし、」、と事実上の「安全宣言J。

7月 6日 山頂直下でごく浅い地震が連発。火山

観測情報、「山頂からの噴気が活発に

なり、場合によ っては火山灰が噴出す

る可能性があるん

7月 8日 山頂噴火。火山噴火予知連見解、 「山

麓に影響を及ぼすことはないと考え ら

れる」。

7月9日 上空調査で山頂火口の陥没を確認。

7月14日 山頂噴火、神着地区で降灰約 2cm0 

8月18日 山頂噴火。最大噴火で噴煙は 8,000m

に達 した。噴石、降灰、島内全域に。

8月30日 山頂噴火ロ小規模の火砕流発生。

8月31日 火山噴火予知連見解、「29日の噴火に

前兆はなく、今後も噴火を予測で‘きな

い可能性カf高し、」と予測困難の見方。

9月 1日 都、全島避難を指示。



有珠山噴火
激しく黒煙を噴き上げ、、噴火する有珠山。手前は虻田町入江地区（2000年 3月31日 毎日新聞社）



西山山麓の火口近くに広がる断層や割れ目。建物は傾き、道路

はズタズタに（2000年 4月6日 朝日新聞社）

火山泥流が発生し流路j蓄を流れ洞爺湖に達した

(2000年 4月7日 朝日新聞社）

国道230号線を分断するよう

に直径数十mの噴火口が出

現。前日にはあった白いア

パートが跡形もなく消えた

（写真左2000年 4月6目、右

は同4月7日 読売新聞社）



一宅島噴火
上空高く噴煙を噴き上ける三宅島雄山（2000年 8月10臼 朝日新聞社）

雄山山頂火口の陥

約七380m、南北車1

410m 。左の写真＇ ;;j

右は同 8月30日（

のホームページよ



；安。陥没口は東西

百1370m、深さ約

2000年 7月6目、

郵政省通信研究所

J) 

神着地区の道路は泥流で寸断されて

いる（2000年10月 3日 朝日新聞

社）

降灰のために走れなくなり、乗り

捨てられた乗用車（2000年 8月19

日 朝日新聞社）
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防災言

昨年９月20日、大阪地裁が銀行の現・元取締役に約830億円もの

賠償責任を認める判決を下した。この裁判は株主代表訴訟であった

ことから、あらためて同訴訟制度の改革論議が起こっている。株主

代表訴訟は、「法令」違反などで取締役や監査役が会社に損害を与

えた場合に起こされる。この「法令」違反には、善良なる管理者の

注意義務（善管注意義務）違反、すなわち株主・会社から経営や監

査を委任された者として果たすべき注意義務に違反した場合を含

む。多くの株主代表訴訟が経営判断ミスに近い行為をとり上げて起

こされているのはこのためである。

上記判決は巨額の賠償金で注目された。だが、会社が営む事業の

規模や、特性に応じたリスク管理体制（内部統制システム）を整備

することを取締役の義務としている点がもっと注目されてよい。ま

た判決は、海外で事業展開するにはわが国の法令だけでなくその外

国の法令にも遵わなければならないとする。いわばグローバルな観

点でのコンプライアンス（法令等遵守）体制の構築がリスク管理体

制の一環として行われなければならない。

グローバル企業の経営陣は、外国の法令を含めたコンプライアン

スに心がけなくてはならず、それが株主・会社に対して負う善管注

意義務の内容をなす。そして善管注意義務に違反するならば「法令」

違反として株主代表訴訟の原因にもなる。コンプライアンスはいま

や企業の一大課題となった。とはいえ企業が法令を遵守するのはあ

たりまえである。むしろポイントは、コンプライアンス体制をいか

に構築するかの点にある。経営トップが法令を遵守しましょうとた

だ呼びかけるだけでは不十分なことは明らかである。求められるの

は、法令違反行為の具体的な防止策である。

この点、最近の立法にはコンプライアンスの具体的なあり方を示

唆するものが出てきた。たとえば1999年４月１日から施行になった

改正雇用機会均等法は、事業主がセクハラ防止のために雇用管理上

必要な配慮をしなければならないと規定し、労働省は「配慮すべき

事項」についてのガイドラインを発表している。会社役員は、こう

した指針に沿って分野ごとに着実にコンプライアンス体制を築いて

いくべきである。法改正や指針があったことすら知らないのでは、

重大な注意義務違反といわれてもしかたない。
長
は

谷
せ

川
がわ

俊
とし

明
あき

弁護士

株主代表訴訟とコンプライアンス
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１．はじめに

今年の６月末、内外の各紙が「30億塩基対
からなる人間の遺伝子について、その全容を

ヒトゲノム・プロジェクトと英国セレラ・ゲ

ノミクス社がほぼ解明、本格的な遺伝子時代

の幕開け」と報じた。人間の基本設計書とも

いえるヒト遺伝子が明らかにされ、遺伝子診

断を含む遺伝子医学の発展が期待される。

本稿では、「遺伝子診断と疾病予防」と題し

て、遺伝子について概説し、遺伝子診断が予

防医学にどのような影響を与えるのか、述べ

たい。

２．遺伝学の歴史

遺伝学の歴史は古く、古代ギリシャ・ヘブ

ライの時代から遺伝の考えはあった。遺伝学

における画期的な発見はエンドウの交雑実験

から導き出されたメンデルの法則であろう。

もっとも、メンデルの法則は、発見された

1865年当時はあまり関心をよばず、1900年に
なって再発見の形で世の注目を集めた。

遺伝子診断と疾病予防

小
こ

林
ばやし

三
み

世
よ

治
はる

第一生命保険相互会社医事研究室長兼大井蒼梧診療所長

もうひとつの大きなできごとは1953年のワ
トソンとクリックによるデオキシリボ核酸

（DNA）の二重ラセン構造の発表である。細
胞の核に豊富に存在するDNAは、燐酸とデオ
キシリボース（デオキシリボースにアデニ

ン・チミン・グアニン・シトシンといった塩

基が付いている）という糖が交互につながっ

た鎖が互いに絡み合った二重ラセン構造をな

し、蛋白質のアミノ酸配列を決定している遺

伝物質である。

ワトソンとクリックの発表以後、遺伝子の

分子生物学的研究が精力的に進められた。特

に癌の発症メカニズムについて、遺伝子の全

配列が決まれば、癌遺伝子に対するプローブ

（探針）を用意できるようになるという考えの

もと、ヒトゲノム計画が1990年から開始され
た。そして、予定よりも早く2000年６月にヒ
トゲノムの完全配列がほぼ解明された。

３．遺伝子疾患

遺伝子は、生体の発達・維持・機能に関す

る、いってみれば、基本設計書にあたる（物

事が必ずしも基本設計書どおりに進むとは限

らないが…）。遺伝子をヒトゲノム百科事典に

例えると、その関係は次の通りである。

百科事典 ゲノム

23巻 染色体

75,000～100,000項目 遺伝子

DNA塩基（アデニン、チミ
3×109文字

ン、グアニン、シトシン）

�

�

�
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また、遺伝子疾患はおおまかに次のように

分類される。

1) 単一遺伝子病－ひとつの異常遺伝子によっ
て起こされる疾患（例：筋ジストロフィー）

2) 多因子病－いくつもの異常遺伝子によって
起こされる疾患（例：高血圧）

3) 染色体病－異常遺伝子のかたまりによって
起こされる疾患（例：ダウン症候群）

傷病は遺伝的要素の強い単一遺伝子病から

環境的要素の大きい事故まで、その範囲が分

かれる。現在は医学的遺伝学の時代で、単一

遺伝子病が遺伝病の主体であるが、遺伝学的

医学の時代（2020年ころ）になれば、遺伝病
の対象は糖尿病・虚血性心疾患・肝臓病・精

神分裂病まで拡大される見込みである。

４．疾病予防

遺伝子診断は予測診断と素因診断とに分け

ることもできる。

予測診断は単一遺伝子病が対象であり、遺

伝病の家族歴が認められるなど検査前の遺伝

病の危険がある程度高い場合に行われる。結

果は突然変異の有無で判定される。

一方、素因診断は多因子病が対象であり、

結果は一般人口に対する相対危険で表わされ

る。その一例として、アルツハイマー病の発

症と関係あるアポリポ蛋白Ｅ(apoE)があげら
れる。

一種の素因診断を疾病予防に利用した具体

例にフラッシング反応と飲酒指導がある。フ

ラッシング反応陽性とは少量の飲酒後に生ず

る顔面紅潮・心悸亢進・頭痛等の症状の発現

をいう。アセトアルデヒドを分解するアセト

アルデヒド脱水素酵素２型の活性が先天的に

低いため、飲酒後に一過性の高アセトアルデ

ヒド血症になり、上記症状を呈す。日本人の

40～50％がこの非活性アセトアルデヒド脱水
素酵素２型と推定されている。成人になって

飲酒を開始する前に、このフラッシング反応

をみて、陽性の方には「一気飲み」などの無

茶な飲み方をしないように指導する必要があ

る。逆に、陰性を示した人は、なかなか酔わ

ないため、ともすれば多飲の傾向に陥る。こ

のような人に対してはアルコール依存症の危

険を飲酒開始前に認識させるのである。

ここで述べた飲酒指導に限らず、遺伝子診

断が進歩すれば、タバコを吸っても肺癌にな

らない人（喫煙と肺癌）、塩気をとっても高血

圧にならない人（塩分摂取と高血圧）、余分に

食べても太らない人また糖尿病にならない人

（カロリー過多と肥満・糖尿病）等の区別が可

能となり、多くの多因子病に対して予防指導

ができるようになる。

遺伝子診断の進歩・発展はレディーメイド

の医療からオーダーメイドの医療への転換に

その基礎を提供するものと思われる。

５．おわりに

21世紀の遺伝子診断は、診断学・予後学に
おいて大きな役割を担うであろし、また疾病

予防においてその威力を発揮すると期待され

る。

ずいひつ
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１．はじめに

物流の効率化について、政府が示したこれから

の物流の方向性を入り口に、国内の物流の中心的

役割を担っているトラック輸送業界の当面してい

る問題を中心にして、

①今トラック業界を取り巻く環境はどのように変

化しているのか

②企業は厳しい環境変化に能動的に対応していく

ための戦略をどのように考えるべきか

③トラック輸送にとって重要な安全対策の中心的

課題は何か

について私見を述べてみたい。

２．物流を取り巻く環境

１）日本経済構造改革と物流

1996年、国会での橋本総理の所信表明演説に、

「今わが国の物流は大きな転換期を迎えている」

物流の効率化と
トラック輸送の安全対策

＊ほりうちたけのり／堀内経営研究事務所所長

と初めて「物流」という言葉が入った。そこでは、

わが国を魅力ある経済活動の舞台とし、質の高い

雇用機会をつくりだすために、情報通信、金融、

住宅、土地、雇用、医療、福祉とともに物流分野

においても、早急に規制緩和を実行することが強

調された。

それを受け具体的には、「経済構造の変革のため

のプログラム」（1996年12月閣議決定）に基づき、

2001年を目途に、

①アジア太平洋地域で最も利便性が高く、魅力的

な物流サービスが提供されること

②産業競争力の阻害要因とならない水準の物流コ

ストで提供されるようにすること

③物流問題に関係してくる環境問題に対応してい

くこと

を目標とした「総合物流施策大綱」が閣議決定

（1997年４月４日）され、今後の物流の方向性が

示された。

物流が重要視されているのは

①経済の各分野における空洞化現象

②荷主関係者は、厳しい国際競争に打ち勝つ製造

堀内武徳＊
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コストの実現に取り組んできた。残されたひ

とつの問題として、競争力のある物流サービ

スの実現を強く意識するようになってきた

③社会情勢の変化や技術革新を適切に捉え、変貌

するニーズに対応して、輸入、保管、販売、

消費、廃棄といった様々な経済活動に関わる

物流サービス全般が高度化、付加価値化され

なければ、ユーザー側産業も含めわが国産業

全体の競争力強化や多様な消費者ニーズの充

足も困難になる

④物流分野はエネルギー問題、環境問題、交通渋

滞などの社会的問題に応えていくことも求め

られている

などの背景からである。

わが国経済の新たな発展の可能性を拓いていく

ために、物流に関する総合的な取り組みを強化す

ることは、一刻の猶予も許されない喫緊の課題で

あるとし、物流に関するビジネスチャンスの拡大

と事業者間の競争を促進し、物流コストの低減、

サービスの多様化、高度化を図るため、物流分野

の規制緩和を推進する方針が出されたのである。

２）経済的規制緩和

物流部門における規制緩和の中心はトラック輸

送である。わが国の国内貨物輸送量は1998年度で

およそ64億トン、その91％がトラック輸送であり、

わが国物流の中心的役割を担っている。

トラック輸送には、営業用と自家用があるが、

その分担率は上記91％中、営業用がトラック台数

およそ131万台で43％、自家用は880万台で48％と

いう構成になっており、自家用トラックが多いこ

とが、トラック輸送の非効率性とコスト高になっ

ている原因と指摘されている。

トラック輸送に関する規制緩和は、「総合物流

施策大綱」が閣議決定される以前の1990年12月物

流二法（貨物自動車運送事業法・貨物運送取扱事

業法）の施行により行われた。その内容を要約す

れば、

①価格設定の自由化……運賃および料金の許可制

から事前届出制へ

②商品・サービス・規格設定の自由化……積み合

わせ輸送の自由化、事業計画の変更認可によ

る営業区域の拡大

③業界参入の自由化……旧法の需給調整規制を廃

止、事業の免許制から許可制へ

である。

この経済的規制緩和によって、どのようなこと

が効果として期待されるのか考えてみよう。

第一は、トラック運行の効率化である。

緩和以前は、トラック運行には規制が多く存在

しており、例えば区域（貸切）トラックの場合、

片道主義のため帰り荷の確保が難しく、空車率が

高い非効率な運行を余儀なくされていた。また路

線の場合は走行ルートが決められていたため、臨

機応変のルートを取れず走行効率が低くなるなど

の、効率阻害要因が存在していた。

第二は、輸送効率の多様化・効率化に対応した

イノベーションの活性化である。

規制緩和による競争圧力の強まりと事業の自由

度の拡大により、新規サービス開発等のイノベー

ションが一層活性化される。また「取扱事業法」

により、トラック、鉄道、航空、海運それぞれに

ついて規定が統一されたため、ドアツードアの合

理的で低コストなサービスの提供が可能になる。

第三は、価格の低下と多様な価格設定である。

これまでの運賃規制は、現実には大幅な運賃値

引き等、すでに競争的な価格（実勢価格）が成立

していた。今後も価格低下の傾向は避けられない

かもしれないが、ただ単純な形での価格低下では

なく、多様なサービスと結びついた多様な価格が

出現し、全体としての価格が下がっていく形にな

る可能性が高い。

第四は、自家用トラックから営業用トラックへ

の需要シフトによる効率化である。

規制緩和によって営業用トラックの効率化が図

られれば、価格の低下、サービスの向上、新たな

需要への適応によって、自家用トラックからの貨

物の振替わりが期待できる。営業用への貨物の移

行は経済全体としての効率化をもたらす。

等である。

３）社会的規制の強化

経済的規制の緩和は業界内に激しい競争をよ

ぶ。そのことによって生じる輸送秩序の混乱を抑
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止する措置として社会的規制が強化されたが、そ

の主な柱は、

①輸送安全規則の強化

②運行管理者の責任義務付け

③荷主勧告制度の導入

④適正化事業実施機関の設置と監査の強化

⑤違反点数制度の導入

などである。

社会的規制の強化は、安全輸送や競争秩序維持

のために必要不可欠の企業責任であり、遵守すべ

き規制として重視されなければならない。

４）規制緩和後の業界の現状

今トラック業界は、バブル崩壊後の長引く景気

低迷に伴う輸送量の減少（図表１）、規制緩和後

の業界への新規参入業者の急増で事業者総数は、

1998年度で５万２千社を超えている。（図表２）

また、貸切輸送と積み合わせ輸送のない中での貨

物の開拓、営業区域の拡大により他地域へ容易に

進出が可能になったことなどによって、業界内で

の貨物の争奪が熾烈さを増してきている。

加えて現下では荷主からの厳しい運賃値下げ要

請、労働時間問題、環境対応問題、石油の高騰傾

向などコスト高要因問題も抱えて、トラック事業

経営はきわめて厳しい状況下に置かれている。

こうした状況から、経営体質の脆弱な企業はその

存続が危ぶまれるとともに、企業間格差拡大のピ

ッチもこれまで以上に速まってくることが予測さ

れる。

３．急を要する収益構造改善

売上規模の増大が期待できない環境下でどのよ

うにして利益を生み出すか。コスト競争力が企業

の優劣を決する時代となってきた。またこれから

は事故によって企業が受ける負のインパクトも

益々大きなものになってくる。輸送の安全が保障

できる企業の体制づくりとコストの徹底した削

減、それがための収益構造の改善に急ぎ着手しな

ければならない。

１）収益構造改善四つの視点

収益構造の改善には、損益分岐点の位置を低下

させ、経営の安全率を高めるため、

①輸送物量の増加（確保）

②走行キロ当たりの収入（キロ収）のアップ

③変動比率のダウン

④固定費の圧縮

の四つの視点の組み合わせ戦略を立てねばならな

い。

２）売上高を確保するために

厳しい市場環境の中で売上を増加させる策は、

①輸送物量の増加

②キロ収のアップ

に大別できる。

(1) 輸送物量の増加

①輸送効率の向上（ネットワーク化共同化）

運賃の上昇が期待できない状況にあって、売上

を伸ばすには、帰り荷の確保による実車率の向上、

図表２　トラック運送事業者の推移（事業者）図表１　国内貨物輸送トン数の推移（百万トン）
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営業区域の拡大によるネットワークの整備、共同

配送による運行効率の向上策を図るなど、これま

でのトラック輸送の非効率性を改善することに目

を向けなければならないだろう。

②新規需要の開拓

新規需要の開拓には、荷主企業のニーズへ対応

した時間指定輸送、緊急輸送、夜間早朝輸送、日

曜休日輸送など、輸送そのもののサービスの向上

と、自家用トラック輸送を行っている荷主の営業

用トラックへの潜在需要の掘り起こしなど、様々

な対応を検討せねばならない。

③輸送の高付加価値化

高付加価値化のためには、これまでの単にもの

を輸送するという段階を超えて、流通加工、在庫

管理、情報処理、荷主代行サービスなど、多様な

サービスを付加していくことが必要となる。

以上は、これから企業が売上を増大するために、

諸々の施策を講じなければならない例題である

が、かなり長期的な視点で取り組まねばならない

課題であろう。

(2) キロ収のアップ

仮に今後景気が回復したとしても運賃・料金の

上昇は期待できないであろう。

売上を伸ばす戦略と対応して、帰り荷を確保し

実車率を高める。あるいは積み合わせ輸送の工夫

などによって積載効率を高めるなどして、走行キ

ロ当たり収入を高める努力が必要であろう。これ

らは配車マンの力量によるところが大きいので、

配車マンの質的レベルの向上を図ることを考慮し

ておかねばならない。

その他運賃のみでなく付加サービスを結びつけ

た多様な価格設定を検討すべきであろう。

３）費用の圧縮を図るために

売上が伸びない中で利益を確保するためには、

損益分岐点の引き下げ、すなわち運送に係るコス

トの引き下げを急ぐことである。この作業はドラ

イバーと一体で取り組まねばならない課題であ

る。費用の圧縮は、ドライバーの運転技量如何で

大きく変わる。

トラック運送事業原価は、

①変動費……燃料費、タイヤ費、一般修繕費、道

路使用料、その他運送費

②固定費……車両費、保険料、車検費、施設使用

料、人件費、一般管理費

③営業外費用

で構成される。

(1) 変動比率のダウン

変動費の内・燃料費・タイヤ費・一般修繕費を

運行三費といって、最も力点を置いて管理しなけ

ればならない費目である。これらの費用を低減す

るための具体的テーマは、

①燃料１リットル当たりの走行キロを向上させる

②タイヤの耐用走行キロを伸ばす

③無駄な修繕費を発生させない

④有料道路等は有効に利用する

⑤その他運送費は正しく管理する

などになろう。

(2) 固定費の圧縮

固定費を圧縮するためには

①車両の耐用走行キロの延長

②自動車保険料の節約

③間接費の圧縮

④金利等の節減策の実行

などがあげられる。

費用の圧縮策は売上増加を図る施策よりも容易

に実行可能な施策である。

４）変動費、固定費、安全の相互関係

(1) 低コストと安全運転

変動費率、特に運行三費を改善することは、固

定費の圧縮、安全を確保することに連動している。

燃料の消費効率の向上は

①正しい運転姿勢

②適切なギヤチェンジ

③アイドリング、暖気運転は最小限に

④経済的スピードでの走行、等速運転走行

⑤急発進・急加速・急ブレーキ防止

⑥エンジンブレーキを正しく使用

⑦空ふかし厳禁

⑧タイヤ空気圧のチェック

⑨過積載の厳禁

⑩日常点検

などドライバーの適切な車両の扱い方、適切な運
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転の励行によって初めて可能になる。そしてこ

のような運転の励行は、タイヤ費の低減、修繕

費の低減、車両の耐用走行キロの延長による減

価償却費の低減、金利の低減、などにつながっ

ていく。

適切な運転の励行は、安全運転そのものであ

って、事故を防止し保険料の節約をも可能にす

る。ドライバーの安全運転なくして費用の圧縮

はできない。

（参考）

1997年度の運行管理者一般講習用テキスト（自動
車事故対策センター）に、事故が発生した場合の保

険料負担の増加例が載っている（P.55）。「事業用ト
ラック30台所有事業者」の場合の例であるが、割引
率が０％と60％の保険料の差は781万円にもなる。
（図１）

事故防止が即増益に結びつくという事例である。

●保険料負担増加例（対人１億・対物500万円）

(2) 収益構造改善を妨げる事故

交通事故によって被る企業の損失には、様々

なものがあるが、大きくは

①直接的損失……対人身被害、対物被害

②間接的損失……時間の損失、営業面の損失

などである。

事故によって企業が被る損害は計り知れない

ものがある。それは単に金額的な損害のみに止

まらない。事故による企業の信用失墜による輸

送依頼の減少、あるいは取引停止など、営業面

の損失は企業存続の命取りになりかねない。

「安全運転管理体制」に万全を期すこと、こ

れがこれからの経営を健全化していくための絶

対条件になる。

４．ドライバーの安全運転と安定経営

１）ドライバーの質が経営を左右する

トラック運送事業経営は、ドライバー一人ひ

とりの活動の総和から成り立っている。またド

ライバーに運行上における全権限すなわち自由

裁量権を与えなければ輸送活動が遂行できない

事業である。

個々のドライバーの行動が組織として一体化

されたものになっているかいないかで、企業業

績（安全も含む）は大きく変わってくる。した

がって管理の視点は、ドライバーたる個人一人

ひとりの行動レベルの向上に重きを置かねばな

らない。

ドライバーの質を向上させ、組織の一体化を

図るために経営の取り得る手段は様々にあるが、

ここでは重要と思われる次の二点について触れ

ておきたい。

２）ドライバー教育を急がねばならない

ドライバーに対する教育は、これまでもいろ

いろな場でいろいろな形で実施されている。し

かしその教育は、主に知識を与えることに偏重

してきたきらいがある。知識だけではなかなか

成果に結びつかない。人間は分かっていてもで

きるとは限らないからである。業績に結びつく

効果的な教育の方法は、

①現時点で個々のドライバーが、どの程度の知

識と技能を有しているかを把握し

②安全に効果的に業務を遂行するために必要な

課題を整理して

③その両者のギャップを埋めるため具体的な方

法で学習する。

以上の三つの過程をふまえて行うことである。

筆者が携わってきた教育・訓練の現場体験の

中から、その考え方に基づいた教育実施の一例

を紹介しておきたい。次の図表は４トン・10ト

ン車を使用して、省燃費訓練における受講者の

指導前（自分流）の運転レベルと正しい運転操

作指導後の運転レベルをヒストグラムに現した

ものである。

ヒストグラムの下段は、指導以前の運転レベ

ル（走行距離／１リットル）で、個々の技能面

に大きな差のあることが読み取れる。

上段は指導後のレベルで個人差はあるものの、

その差は縮小し全体レベルも大幅に向上している。



の特性からして、おそらく売上高あるいは走行

距離が基準になり、歩合制という形が取られて

いるのが一般的であろう。

今企業が取り組まねばならぬ収益構造改善に

あっては、その主役となるべきドライバーのコ

ストパフォーマンスが大事になる。これからは

そこが評価されるように基準を変えていかねば

ならない。

また変えねば教育効果も生きてこない。

例えば売上高のみが報酬の基準であるとすれ

ば、ドライバーはコストを無視しても売上高を

上げるための行動に走る。特に現下の情勢下に

あっては、無理を重ねがちにもなり、それが事

故につながる不安全な行動をも生み出すことに

なりかねない。

物流が大きな転換期にある現在、競争に打ち

勝てる輸送効率化に向けられた新しい報酬シス

テムの検討、これも経営が取り組まねばならぬ

重要な課題であると思う。

５．おわりに

トラックの交通事故が減少しない理由に、企

業は利益追求にばかりに目が向いて、安全管理

が疎かにされているのではないか、ということ

をよく耳にもしてきた。しかし筆者の経験から

くる基本的考えは、利益を創出するための管理

をしっかりやれば事故を防止することができる

し、安全管理をしっかりやれば結果として利益

はついてくる。

安全管理と利益管理は表裏一体のものである。

利益創出のあり方には労働生産性における、

より高い質が求められる。その質とは、トラッ

クドライバーの質そのものであって、安全管理

とはドライバーの質の向上を管理することなの

である。

筆者が一番力説したいのはこの点である。

（参考文献）

・寺前修一著　経済構造改革と物流（白桃書房）

「総合物流施策大綱」

・全日本トラック協会刊「2000 日本のトラック輸送産業」よ

り資料活用
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この結果からいえることは、大方のドライバー

は免許取得後、実技研修の受講経験が少なく、い

つの間にか基本操作から乖離して自分流の技能し

か持ち合わせず、それに気付く機会も与えられて

いないこと、また日に日に進化するトラックのハ

ード面についての理解が少なく、車の性能を十分

発揮させないまま乗車しているケースが多いとい

うことである。

この研修には、多くの受講者が参加しているが、

ほぼ全員が正しい運転方法を理解し、体験内容を

今後の乗務に生かしたいと意思表示する。このこ

とは、体験型研修の有効性を示している。

運転操作の良し悪しは、コスト面に現れてくる。

コスト改善は、ドライバー個々の技能レベル改善

から始めねばならない。自分流の運転に任せてい

ては構造改善などできないのである。

３）評価と報酬（賃金）のあり方の見直しが必要

ドライバーに対する報酬の基準は、それぞれの

企業で今どのようになっているのだろうか。事業

図表３　省燃費訓練４トン車事例

図表４　省燃費訓練10トン車事例
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１．はじめに

化学工場での火災や爆発事故は、当該企業の損

害に留まらずその周辺への影響も大きく、社会問

題に直結することを、新聞、テレビ等で報道され

るたびに再認識させられる。

災害や事故は忘れた頃に起こるのではなく、常

に身近な所に潜んでいる。災害防止には細部に渡

る安全対策と、それを常に遂行できる危機意識が

重要である。特に空気が乾燥する冬季には、静電

気による事故も発生しやすく、危険物を取り扱う

者にとってはより一層気を引き締める時期であ

る。

コニカ東京事業場（日野）も周囲を住宅や商業

地域に囲まれる中で、安全防災を最優先にしなが

ら生産活動を行っている。以下に当事業場の災害

防止の具体的取り組み事例を紹介する。

＊すずきのぶお／コニカ株式会社東京事業場（日野）

工機部設備グループリーダー

２．コニカ（株）の概要

コニカ（株）は創業以来127年間、写真フィル

ムを始めとしてカメラ、複写機など画像に関する

さまざまな分野に進出し、現在では総合画像情報

企業としての道を歩んでいる。

この間、国産初のカラーフィルムをはじめとし

て、今ではカメラの標準的機能となっている「連

動ストロボ内蔵カメラ」や「自動焦点カメラ」な

ど世界初の数々の新製品を生み出してきた。

また、新製品開発とともに以前から環境保護へ

の取り組みも強力に推進し、環境影響物質の削減

や省エネルギー化に対しても大きな成果を挙げて

きた。

これらの取り組みは全社一体で行い、1998年ま

でに国内全事業場でISO14001（国際標準化機構

で認証した環境マネジメント）を取得し、更なる

パフォーマンス向上をめざしながら、「感動の創

造」のビジョンのもと、顧客のニーズに応えられ

る製品開発に取り組んでいる。

コニカの安全防災対策について
鈴木信生＊
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３．安全への取り組み

東京事業場（日野）は、各種写真用フィルムな

どを生産するために多種の化学物質を取り扱って

おり、いわゆる化学工場に属する。1997年に

ISO14001を取得した後もしくみの活用、改善を

図りながら、環境保全や災害防止に努めている。

写真用素材合成など一部の工程では、アルコー

ル類など多種の危険物（主に引火性液体）を使用

するため、その安全確保には最大限の注意を払っ

ている。

当事業場など装置産業において安全を確保する

ためには、「ハード面」と「ソフト面」の両面か

らの取り組みが必要と考える。

私たちは、「ハード面」においては設備設計者

が災害防止に配慮した「安全な設備」が、「ソフ

ト面」においては、正しい知識を習得している作

業者による「正しい作業」とその管理者の「高い

防災意識」が重要であり、これらが三位一体とな

って、はじめて安全が確保できると信じている。

（図１）

ここでは設備面を主体に、これらの取り組み内

容を紹介する。

１）「安全な設備」への取り組み

設備トラブルは生産性を低下させるだけでな

く、その復旧作業など非定常操作を伴い、災害発

生の危険性をも増加させる。このため、新規設備

の導入や改造においては、作業者及び危険物に対

する安全確保とともに設備の信頼性の向上に努め

ている。

(1) 安全設計のポイント

①設備のシンプル化

生産設備フローは必要以上に複雑にしない。

できるだけシンプルにすることにより、機器点

数を減らし故障の低減と操作ミスを防止する。

②フェールセーフ設計（異常発生時の安全確保）

各種ユーティリティ（電気、水、蒸気、冷水

等）などに異常が発生した場合でも、危険物取

り扱い設備において自動的に温度や圧力を安全

な方向に作用させるように設計する。

③フールプルーフ設計（うっかり操作ミス対策）

色による配管識別や操作スイッチの位置や配

列の工夫などにより、うっかりミスの防止を図

っている。

特殊な動作をさせるボタンには、平常時にま

ちがって押さないよう透明キャップでのカバー

取り付けや、危険物を手動で抜き取る配管には

汎用の開閉バルブの他に、押している時だけ通

水するような特殊バルブを取り付け、作業中の

うっかりミスや事故による危険物の流出拡散を

防止する。

④安全の多重化設計

危険の発生源となりうる設備では、一つの機

器に異常が生じても他の手段でカバーする必要

がある。

一例として、タンクに危険物を自動秤量する

設備では、機器または操作に異常（機器トラブ

ル、設定ミス）が生じても、危険物を流出させ

ないよう、定量計と組み合わせてタンク液面計

での上限検知やロードセル（重量測定）からの

信号を利用しての供給自動停止など二重、三重

の安全対策を図る。

(2) 静電気対策

取り扱う溶剤の中には、トルエンなど帯電しや

すい危険物もあり、静電気対策は特に重要である。

いくら設備を耐圧防爆化しても、それだけでは静

電気事故は防止できない。静電気対策として、第

１に発生を抑制する手段、第２にすみやかに除電

１.  安全な設備（設計者）�
２.  正しい作業（作業者）�
３.  高い防災意識（管理者）�

安全の確保�

設備設計者�

安全�

作業者� 管理者�

図１　安全確保　
の必要条件
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する手段が重要と考える。

これらの対策の具体例としては以下のものがある。

①作業場の湿度を60％以上に維持

（製品品質上困難なケースもある）

②静電気防止作業着、作業靴の着用

③危険物の流速を１ｍ／秒以下とする配管設計

④導電性塗料での床塗り、階段手摺りでのアース

（接地）

⑤各種機器、配管からのアース

（配管継ぎ手部に注意）

⑥危険物タンク内に窒素ガス連続封入

（酸素濃度を低減し爆発防止）

(3) 工事中の安全対策

設備の増設や改造を行う場合、危険物の抜き取

り操作など日常とは異なる非定常作業や火気使用

工事が必要となり、災害発生の危険性も高まる。

この安全対策として最も重要視しているしくみ

に工事前、工事中の「安全三者チェック」がある。

三者とは、工事担当者（設計部門）、工事依頼者

（生産部門）、工事施工者（外部業者）を示す。

この三者が一同に集まり、現場現物を「安全確

認チェックシート」に基づき、各項目について安

全を確認し合うことにより、漏れ落ちがなく、か

つ情報交換も確実にでき、工

事中の安全が確保できる。

次にソフト面の取り組みに

ついて述べる。

２）作業者の正しい作業

安全を配慮した設備でもそ

の使い方を誤ると重大な災害

が発生する。このため、作業

者全員が正しく操作できるよ

うなしくみと教育が必要とな

る。

だれもがいつでも正しい作

業を行えるように、各種作業

標準書類を定め、その運用方

法を含めてISO9002（国際標準化機構で認証され

た品質管理、品質保証）を遵守し、品質管理と安

全を維持している。

また、正しい知識を習得させるため、次のよう

な安全教育も適時実施している。

①新入社員安全教育

安全に対する共通な基本的内容を全員に教育

②工程別安全教育

各工程毎にその作業、設備に応じた実践的教育

③新設備安全教育

新設備導入時に、安全に対する設計思想、正

しい操作方法等を教育

３）管理者の安全意識高揚

安全に設計された設備と正しい操作を行う作業

者が揃っても、安全を長年継続させるには十分と

は言えない。これらを常に維持、改善させていく

ためには管理者の安全に対する強い意識と取り組

みが重要である。これを支援するため、社内外の

専門家による教育やアドバイスも積極的に実施し、

管理者の意識高揚とスキル向上を図っている。

①メンタルヘルス管理者研修

作業者や研究者のメンタル面での変化を早期

写真１　合同防災訓練
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に把握、対処することにより、事故災害の未然

防止に努める。

②工程安全巡視

危険物、静電気、建築、消防設備等の各専門

家で編成したチームが工程内を専門的視野で巡

視。問題点を見つけた場合、管理者へ改善のア

ドバイスをし早期対応を支援する。

③危険物施設管理者連絡会

危険物法改正、指導事項等の共有化や改善事

例の横展開を図る。

４．防災への取り組み

１）防災訓練

大規模地震や火災などを想定した、実践的防災

訓練を毎年実施している。この訓練には、社員だ

けでなく、構内関係会社や来訪者も含め2,000人

以上が参加し、前回の反省点を改善しながら避難

の迅速化と災害の極小化をめざしている。

今回は日野消防署のご協力を得て合同訓練を実

施し、ビル屋上からの救出訓練なども取り入れた

非常に有意義な訓練となった。（写真１）

今後も、社内自衛消防隊による初期消火活動と

消防署とが連携した消火訓練なども計画し、お互

いの協力関係を深めていきたい。

２）防災警報システム

構内には100以上の建物があり、この内約半数

の建物に自動火災報知設備が設置されている。

各建物には法に定められた受信盤が設置され、

これらの情報を警備員が常駐している警備室の総

合受信盤で常時集中監視している。

最近、総合受信盤の老朽化による更新や建物の

増築による改造の必要性が生じた。これを機会に、

より低コストでかつ高機能なシステムができない

かを社内関係者で検討した。その結果、汎用コン

図2 システムの概要
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ピュータを活用した新規の「防災警報システム」

を自社開発し、東京消防庁のご指導により、更

に信頼性を高めたものとして98年に完成させ、現

在運用中である。

このシステムの概要と利点を以下に述べる。

（図２）

(1) システムの概要

各建物の受信盤から一括監視用総合受信盤へ

の既存の各配線を利用し、信号をデジタル変換

することにより、１本の配線で多くの情報を送

ることができる。これらの信号をコンピュータ

で処理できるよう、もう一度アナログ信号に変

換するための受信装置とシーケンサ盤を持ち、

これにパソコンとプリンタを接続する。火災が

発生した場合、パソコン画面で当該建物が点滅

するとともに、音声でも警報を発する。（図３）

警備員が画面の当該建物をクリックすること

により、建物内の詳細が表示され場所が特定で

きる。（図４）

(2) システムの利点

従来のシステムでは、構内のどこかで火災感

知器が作動した場合、総合受信盤でどの建物か

までしか確認できなかったが、本システムでは当

該建物のどの区域で発生しているかもCRT画面で

即座に把握できる。このため、警備員は火災発

生場所に直行することができ、より有効な初

期消火活動と迅速な119番通報が可能となった。

このシステムの利点や有効性をまとめると、

①敷地内に多くの建物を有し、各種情報を一括

監視する必要のある官公庁、企業、学校等に特

に有効。

②汎用パソコンやプリンタの活用により、低コ

ストで既存システムの改造（高機能化）が可能。

③火災信号以外にも消防活動上必要な情報（水

利の配置、危険物使用状況、各種消防用設備等）

及び防犯に有効な情報なども取り込める。
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図３　初期画面（構内建物配置図）



19

2001予防時報204

1  西MKC�
2  西空調�
3  中央空間�
4  東空間�

 5  西MKC-1�
 6  西MKC-2�
 8  西-1MKC�
 9  西-2�
10 中央MKC�
11 中央�
�

12 東-1MKC�
13 東-2MKC�
14 東-2火災発信機�

15 西-2�
16 西-2MKC�
17 西-3�
18 中央MKC,TSO�
19 東-2火災発信機�

20 西-1�
21 西-2�
22 東-1�
23 東-2

 7  従型倉庫�
24 西-1�
25 中央-1MKC�
26 中央-2�
27 東-1�
28 東-2

29 純水室�
30 東階段�
31 西階段�

自動火災報知�
設備受信盤�
屋内消火栓設備�

屋階�5階�4階�3階�2階�1階�

F-6�
鉄筋コンクリート造6階建�
建築面積 2,069.541㎡�
延床面積 9,587.688㎡�

2000／10／31　17:53
前画面�次画面�画消去�

アラーム確認�
システム�
メンテナンス�システム監視�

メッセージ�
リスト�

アラーム�
リスト�

グラフィック�
画面目次�

(4)

(3)

(2)

(1) (6)

(5)

(9)

(10)

(11)
(8)

(12)

(13)

(14)

(19)

(18)

(17)

(15) (20)

(21)

(22)

(23)

(28)

(27)

(26)(25)(7)

(24)

(29)

ELV�
(30)

ELV�
(31)

Ｆ―6

図４　クリック画面（建物内警戒区域図）

④情報のプリントアウトが容易で、火災発生時に

は資料提供することにより、迅速かつ有効な消火

活動が可能となる。

５．今後の取り組み

(1) 危険物削減に向けての研究開発

災害防止とともに「地球に優しい環境作り」を

促進させるため、有機溶剤など危険物の使用量削

減をめざした研究開発を押し進めている。各写真

用フィルムの品質向上を図りながらの取り組み

は、一朝一夕には完結できないが、最近その効果

が確実に出始めている。ISO14001やPRTR（化学

物質管理促進法）とも絡めて、掲げた削減目標達

成に向け、今後も研究開発を進めていく。

(2) 安全作業の維持、伝承

今後、管理者や作業者の異動がある場合でも、

だれもが常に安全作業を継続できるしくみが重要

となる。

現在活用している各種標準書やルールについ

ては、ISO9002に従いその運用状況等について社

内及び外部から常にチェックしている。このし

くみを活かしながら、更に有効な内容とするた

め、見直し改善を図っていく。

６．おわりに

今後も安全防災に対する各種取り組みを強化

しながら、全員が一体となった活動を展開して

いく。東京事業場（日野）での危険物施設を中

心に培ってきた安全に対するノウハウ、しくみ

を全事業場、関係会社にも横展開し、コニカグ

ループ全体が21世紀にも無事故、無災害を継続

できるよう努める。

そして、地球環境保護に対しても、企業責任

を十分果たしながら、改善に貢献していきたい。
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１．はじめに

カエルは、稲作文化と密接に結びついた我々に

最も身近で親しみのある生き物の一つである。た

んぼや池、小川などでカエルやオタマジャクシを

捕まえたことを懐かしく思い起こされる方も多い

ことであろう。特に、中高年の男性には、子ども

の頃いろいろなカエル遊びやカエルいじめをした

経験のある方が多いのではないだろうか。

近年、我が国の水田は構造改善事業により乾田

化が進み、刈り取りが終わった秋から冬にかけて

はたんぼに水はまったくなく、カエルだけでなく

ザリガニもドジョウも棲めない状況になってい

る。理科の授業で解剖の材料として使うためにカ

エルを捕まえたことなどは昔話となってしまっ

た。

現在、子ども達を取り巻く自然環境や生活スタ

イルなどの社会環境は急速に変化し、子ども達の

野外や家庭での様々な体験が極めて乏しくなって

きている。一方、テレビ、ビデオやコンピュータ

疑似体験世代と
カエルの解剖

＊はとがいたろう／国立教育研究所科学教育研究センター

生物教育研究室長

ゲームなどの普及により、現実の世界では許され

ない殺りくや残虐行為をいとも簡単に平然と行う

ような疑似体験が可能となり、こうした体験が豊

富な子ども達が増えている。社会を震撼させるよ

うな若者の残虐な犯罪行為が多発しているが、こ

のことと疑似体験に浸る引きこもり現象とに関連

性があるのではないかという指摘もある。

人は、人が誕生して以来数百万年の歴史を持つ

が、その大部分を自然の中で自然とともに成長し、

生きてきた。人は自然の中で得た経験から学び、

それを次の世代に伝えることにより文化も発展し

てきたのである。子どもの成長には、豊かな自然

の中で様々な発見をしたり、昆虫採集や魚釣りな

どに興じることや、生き物の飼育を通して生命を

実感したり本物の産卵・産仔、死などを体験した

りすることが必要なのである。筆者は、それらの

豊かな体験を踏まえて、生き物を解剖するという

学習は、生命の尊さを認識し、生き物や自然を愛

護し、自他の生命を尊重する態度を育成するため

の貴重な機会となると考えている。

本論では、小・中学校における解剖学習の歴史

と現状を概観し、解剖実習という実物を通しての

学習と生命尊重との関わりについて考えてみた

鳩貝太郎＊



た上で「私たちのからだ」を理解させるためにカ

エルを解剖するという位置づけになっているので

ある。

昭和33（1958）年には、小学校学習指導要領が

全面的に改訂され、それに従った授業は昭和36年

度から実施となった。この学習指導要領では第５

学年の内容に「エ.魚のからだのつくり・習性・

ふえ方を調べる」があり、文部省発行の学習指導

要領の理科指導書では、その指導について「内部

のつくりについては、魚を解剖し、えら・うきぶ

くろを観察し、その際、食道、胃、腸なども観察

させるようにする。」と記されている。これ以来、

小学校ではコイやフナなどの魚の解剖が定着する

ことになるのである。

３）中学校での解剖の扱い

戦後発足した新制中学校の学習指導要領試案

は、昭和22（1947）年に公表された。当時の中学

校理科の教科書「私たちの科学研究」は18冊の分

冊からなっていて、その内容は、生活上のテーマ

を中心に組み立てられた生活単元学習と言われる

ものであった。それらの教科書には、オタマジャ

クシの血流観察の実験は載っているが、解剖につ

いての記述は見られない。

小学校と同様に昭和33年（1958）年に行われた

中学校学習指導要領の改訂では、現在も中学校で

行われている第一分野、第二分野の区分が採用さ

れ、系統的な理科学習がスタートした。第１学年

では、背骨のある動物の単元に「（イ）両生類・

魚類」の項目があり、「カエルと魚の形態を比較

し、それらの間の違いや共通性を理解し、あわせ

てそれぞれの形態と生活との関係を考察する。」

と記されている。さらに、第２学年では、人体の

主な器官の構造とはたらきの単元の最初に「（ア）

カエルのからだの構造」の項目があげられ「カエ

ルを解剖して、主な内臓を知る。カエルの皮膚、

筋肉および骨格について知る。」とカエルを解剖

することが明確に記述されている。従ってどの教

科書にもカエルの解剖図と解剖実験が詳しく記述

されているのである。
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い。

２．小・中学校での解剖の扱い

１）学習指導要領と教科書

我が国の小学校・中学校・高等学校の教育課程

は、文部大臣が公示する学習指導要領を基準とし

て各学校で作られ、それに従い教育活動が行われ

ている。各学校は、教科の学習においては文部大

臣の検定を経た教科書を使用することになってい

る。従って、学校で行われる授業の内容は、学習

指導要領に規定されていることになり、学習指導

要領の趣旨にそって作られた教科書を使用して行

われるということになるのである。学習指導要領

は、これまでほぼ10年ごとに改訂が行われてきた。

近年では平成10年12月に小・中学校用の新しい学

習指導要領が公示され、その学習指導要領に従っ

た授業は平成14年度から実施されることになって

いる。

２）小学校での解剖の扱い

昭和22（1947）年に示された最初の小学校学習

指導要領理科編（試案）では、第１学年に「9.カ

エルを箱庭で飼う。ハイを捕って食べさせる。

10.オタマジャクシを捕りにいく。教室で飼って

みる。」、第２学年に「カエル・はじめて卵を見た

日」「学校でウサギの子、ヒヨコ、オタマジャク

シ、ハツカネズミなどを育てて動物が成長し、え

さを食べることを見る。」、第３学年に「オタマジ

ャクシを育てて観察日記を書く」などが単元とし

て取り上げられている。そして第６学年の「私た

ちのからだ」という単元では指導方法についての

記述の中で、体内の各器官の模型を見ることとと

もに「カエルを解剖する」という記述がある。こ

こでは、人の身体の学習の中にカエルの解剖を位

置づけ、身体の各部分とその働きを理解させよう

としている。

この当時の教科書には解剖についての記述は見

られないが、学習の段階として小学校低・中学年

では動物を飼育することを重視し、それを踏まえ
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３.  教員のための研修と教員の解剖体験

１）昭和30年代の文部省による教員のための理

科実験講座

昭和33年の小・中学校の学習指導要領の改訂に

より、小学校ではフナやコイなどの魚類、中学校

ではカエルを使った解剖の授業が行われることと

なったが、それを実際に行うためには、教員にそ

の指導力を身に付けてもらう必要がある。

この学習指導要領の実施に先立つ昭和33年から

文部省は、教員のための理科実験講座を全国的に

展開した。５か年間で小学校教員の10％、中学校

理科担当教員の50％、高等学校理科担当教員の

50％を対象に、実験・観察の指導力の向上を図ろ

うとしたのである。また、昭和29（1954）年から

「理科教育振興法」により、各学校の理科教育設

備・備品に対する国庫補助が始まっており、当時

我が国は理科教育の振興を極めて重視していたこ

とがうかがえる。

昭和33年度の理科実験講座実施状況調査による

と、小学校教員を対象に魚の解剖の実験講座を実

施した都道府県は23％である。これは葉の光合成

や生物の呼吸、顕微鏡による微生物の観察などの

実施率約50％には及ばないが、生物分野では比較

的よく行われた研修内容であった。また、中学校

理科教員を対象にカエルの解剖実習を行った都道

府県は65％にもなり、生物分野では細胞の観察と

ともに最も実施率が高かった。

昭和33年に文部省が発行した「中学校理科　実

験と観察　－理科実験講座指導書－」には、カエ

ルの解剖について詳細に記されている。昭和30年

代後半から40年代にかけては、市町村段階の教員

研修でも解剖実習はよく行われていた。その結果、

小学校では魚類、中学校ではカエルの解剖が全国

的によく行われるようになったのである。

２）生命尊重の態度の重視

その後、昭和44（1969）年、昭和52（1977）年、

平成元（1989）年、平成10（1998）年と学習指導

要領は改訂されたが、学習指導要領の本文には具

体的な教材等の名称は記述しなくなったため「カ

エル」の文言は見られなくなった。しかし、文部

省から発刊された学習指導要領についての詳細な

説明等を行った「中学校指導書理科編」では、

「動物はヒトを中心に扱うとされているが、身体

の内部のつくりの観察や働きを調べる実験には、

例えば、魚やカエルなどが使われよう。それらの

解剖に当たっては、ねらいや必要性を十分に認識

させ、生命尊重の態度と生物科学などの発展に寄

与する動物実験の意義の理解を図るように特に留

意すること。」（昭和53年）、「いろいろな観察や実

験を基に、動物の体のつくりと働きについて理解

させる。これらの学習では脊椎動物を中心に扱い、

小動物の解剖なども取り入れて一層理解を深める

ようにする。その際、このような観察のねらいや

必要性を十分認識させて、生命尊重の態度を養

う。」（平成元年）と記され、「生命尊重の立場や

態度」を重視する方向に記述が変化してきている

ことがわかる。昆虫採集や植物採集やそれらの標

本作りが行われなくなってきたのもこの頃からで

ある。

平成元年に改訂された現行の学習指導要領のも

とで使用されている中学校の理科教科書のうち５

種類を調べたところ、カエルの解剖については４

種類が記述し、そのうちの２種類は解剖したカエ

ルのカラー写真を載せている。しかし、２社の平

成５年度版の教科書ではカエルの解剖について１

ページを割いていたが、部分改訂が行われた平成

９年度版では揃って1/3ページ程度の記述に縮小

されている。

平成11（1999）年に発刊された「中学校学習指

導要領解説－理科編－」では、内容の解説には解

剖に関する記述は見られない。そのため、平成14

年から中学校で使用される教科書には、カエルの

解剖実習が取り入れられない可能性が考えられ

る。一方、上記の学習指導要領解説の各分野の内

容の指導についての記述の中には、解剖では実験

に使う動物の数を可能な限り少なくすること、事

前に十分に解剖の意義を説明すること、残酷感を

できるだけやわらげて行うこと、事後は決して粗
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末に扱わないことなどの配慮すべきことが丁寧に

記述されている。

「解剖は生命尊重の立場に反する」「残酷であ

る」「カエルがかわいそう」などの声が今後一層

大きくなることが予想される。それらによって教

科書からカエルの解剖が消えてしまうことは、カ

エルの身体のつくりを知るだけでなく、人の体の

つくりや機能をカエルの解剖という貴重な体験を

通して科学的に理解させるという生物教育が展開

しにくい状況になり、極めて残念なことである。

3）理科教師の解剖体験

理科の授業を担当する教員の解剖体験はどうな

っているだろうか。平成８年度に、千葉県Ｆ市内

の小・中学校の理科主任に対するアンケート調査

の結果を紹介する。調査対象者は小学校の理科主

任49名（男：26名、女：23名）、中学校の理科主

任25名（男：20名、女：5名）、合計74名である。

中学校の理科主任は全員がこれまでに何らかの

解剖経験を持っていた。小学校理科主任で解剖の

経験がないと回答したのは、男２名、女３名、計

５名（10.2％）であった。小学校教員で理科の教

員免許を持っている者は全体の１割弱であり、今

回の調査対象の理科主任の多くは理科の教員免許

を持っていない。このようなことを考慮すれば理

科を得意とする教員が少ない小学校教員でも９割

ほどは何らかの解剖の経験を持っているというこ

とがわかる。

次に、解剖をいつ経験したかについて聞いた結

果は表１のとおりである。

中学校の理科主任は、大学時代の授業の生物実

験等で解剖を行い、教員になってからも研修等で

解剖を経験している割合が高い。それに対して小

学校教員は中学校時代の解剖体験のある者が過半

数で最も多く、教員になってからの解剖体験はほ

ぼ半数となっている。

教員になってから授業で解剖を

行った経験のある者は、中学校理

科主任では84.0％（男：80.0％、

女：100％）、小学校理科主任では

46.9％（男：46.2％、女：47.8％）

であった。使用した解剖教材は、

中学校ではカエルが最も多かった

が、ラットやニワトリなども一部

で使われていた。小学校では大部

分がフナであったが、材料の入手

が容易であり、児童の抵抗感が少

ないなどの理由からイワシ、アジ、

サバなどを使用したことのある者

が少数いた。

解剖実習を授業に取り入れるこ

との問題点についての自由記述を

まとめたものを図２に示した。生

図１　中学校理科教科書（大日本図書「新版　中学校理科　２分野上」平成
９年度版から抜粋）平成５年度版のカエルの解剖のしかたが削除され
ている

解剖を体験

した時期

小学校

中学校

高等学校

大学・短大

教員

小学校理科主任　 中学校理科主任

男

54

54

13

13

58

女

25

65

15

40

45

男

65

70

15

85

80

女

60

60

40

100

100

表１　解剖をいつ経験したか（複数回答）（％）



24

2001予防時報204

命尊重ということが重視されている中で「解剖

と生命尊重との関わり」や「児童生徒の抵抗感」

などを解剖実習を行うときの問題点と感じてい

る者が多いということがわかる。

図２　解剖実習を行う上での問題点

４．大学生の解剖体験

前述の調査対象の教員は、理科主任というこ

ともあり、年齢は30代と40代が大部分で20代は

少数であった。平成12年４月に、都内の私立大

学で理科の教員免許を取ろうとしている理学系

の３年生を対象に解剖の体験を聞いた結果を表

２に示した。大学入学後、中学校および高等学

校の理科の教員免許を取るために必要な科目で

ある「生物実験」でカエル等の解剖をほとんど

の学生が体験しているが、小・中学校で解剖体

験をした者はごく少数であることがわかる。

最近の小・中学校では、解剖実習という本物

の生き物を扱う直接体験は行わず、教科書等の

図やビデオによる映像で代替えしている状況が

一般化していることが推測できる。この大学で

は「生物実験」の授業で解剖を扱っているが、

そうでない大学も多数あるだろう。従って、こ

れからの理科教師は解剖体験のない者の割合が

多くなることは明白である。小学校教員養成課

程では理科の実験実習さえ単位数が少なく不十

分な状況にあるので、これからは解剖経験のな

い小学校教員の方が主流となるであろう。

このような状況が続けば、我が国の学校から

カエルや魚類の解剖という授業はなくなり、生

き物の体のつくりや生命に関する考え方・見方

を解剖という体験を通して科学的に学ぶ機会が

失われるだけでなく、自他の生命を尊重する態

度や自然愛護の態度を育成する貴重な機会を逸

することにつながるであろう。

５. 解剖教材としてのアフリカツメガエル

筆者は、理科教育において解剖実習が大切で

あるという立場から、小・中学校の解剖教材と

して使用されている主な動物について次のよう

な観点から検討・分析した。

①入手しやすい動物であるか

②技術的に解剖しやすい動物であるか

③体のつくりが観察しやすい動物であるか

④人の身体のつくりや働きの理解につながりや

すい動物であるか

⑤児童生徒の抵抗感、嫌悪感の少ない動物であ

るか

⑥自然環境の破壊につながらない動物であるか

⑦安価な動物であるか

各動物のそれぞれの観点についての適否を表

にまとめた。適しているものには○、適してい

ないものには×、どちらとも言えないものには

△を記してある。

アフリカツメガエル（Xenopus  laevis）は、成

体になっても水中で生活し、飼育しやすく、年

間を通して産卵させることができるので、実験

動物として養殖されており、ペットショップな

どでも売られているカエルである。従ってアフ

リカツメガエルを教材として使用すれば、年間

を通して入手が容易であるだけでなく、自然界

のつながりを撹乱することに荷担しないですま

表２　大学生の解剖体験（複数回答　n=38）

解剖経験ない

小学校で経験

中学校で経験

高等学校で経験

大学で経験

学校外で経験

2 ( 5.3％)

1 (12.6％)

3 ( 7.9％)

6 (15.8％)

36 (94.7％)

3 ( 7.9％)



だけである。現

在では理科の教

員の中にも解剖

実習の経験のな

い人が増えてい

るし、今後一層

その割合が増え

るであろう。自

信を持って教え

ることのできる

実践的指導力を

育成するための

教員研修の充実

が望まれる。

児童生徒が解

剖実習を経験することによって五感を通して学

ぶことは、「生命」や「死」について学ぶ貴重な

機会である。解剖の意義や必要性を十分に認識

させ、一人一人が納得した上で、カエルを教材

に解剖を行うことは、「動物を殺すことは悪いこ

と」というタテマエの生命尊重論ではなく、理

性的に認識した生命尊重の態度を養うというこ

とにつながると考えられる。しかし、自然界の

カエルを採集して教材とすることは、自然の破

壊に手を貸すことになるので避けたいものであ

る。筆者は、実験材料として養殖されているア

フリカツメガエルを教材として使用し、解剖実

習を積極的に実施することを提唱したい。

情報機器の活用法やコンピュータグラフィッ

クスの発達により児童生徒の疑似体験が豊富に

なることは悪いことではないが、様々な自然体

験や社会体験がより一層乏しくなるであろうこ

れからの子ども達には、飼育・栽培体験を通し

て五感をフルに発揮し、実際の生物の生き方や

生物同士の関係、生き物を取り巻く環境などを

学ぶことは極めて大切なことである。小学校高

学年や中学校では、それらの体験を生かしなが

らより焦点化した体験や観察・実験を通して生

物について科学的、分析的に学ぶことが必要で

ある。
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せることができる。１個体の価格の面で若干の課

題があるが、小・中学校の解剖材料として最も適

した教材であると言えよう。

６．おわりに

昭和33（1958）年の小学校、中学校の学習指導

要領の改訂により、小学校ではコイ、フナなどの

魚類、中学校ではカエルが解剖の教材として位置

づけられ現在に至っている。昭和30年代後半から

40年代は、理科の教員研修でも解剖実習がよく行

われていた。その後、生命尊重の声の高まりとと

もに教科書に於ける解剖の取扱いも慎重になって

きている。最近、各都道府県教育センターにおけ

る教員研修で解剖を取り入れているところは数県

表３　小・中学校における解剖教材としての適否

入手し 解剖し 観察し 人への 抵抗感 自然破壊 安価

やすい やすい やすい つながり がない でない である

スルメイカ ○ ○ △ × ○ ○ ○

アサリ ○ △ △ × ○ ○ ○

コイ △ △ △ △ ○ ○ ○

フナ △ △ △ △ ○ ○ ○

サバ ○ △ △ △ ○ ○ ○

アジ ○ △ △ △ ○ ○ ○

イワシ ○ △ △ △ ○ ○ ○

トノサマガエル × ○ ○ ○ △ × △

アフリカツメガエル ○ ○ ○ ○ △ ○ △

ハツカネズミ △ △ ○ ○ × ○ △

ラット △ △ ○ ○ × ○ △

ニワトリ ○ △ ○ ○ × ○ △
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有珠山、三宅島、北海道駒ヶ岳が噴火し、磐梯

山、浅間山では火山性地震が観測されるなど、日

本列島は地学的に大変にぎやかな状況である。幸

い、大きな人的被害の出る災害にはなっていない

が、三宅島は現在でも全島民が避難生活を続けて

いる。

このように騒がしくなっている2000年の状況

を総括して、これからの防災・復旧・復興の参考

になればと願い、火山の防災に造詣の深い３氏に

お話をうかがった。（伊藤）（この座談会は2000

年10月28日に行われました）

多かった噴火や地震
それらに関連はあるのか

司会 最初に、火山とどのようにかかわってこ

られたのか、自己紹介を兼ねて岡田さんからお願

いします。

岡田 私はもともと火山の研究をしていたわけ

ではなくて、地震の波を使ってプレートテクトニ

クス＊の研究をしていました。 たまたま前回の

1977年の有珠山噴火のときに、応援部隊として駆

り出されて、火山とつき合うことになりました。

1981年に、北海道大学理学部の付属有珠火山観測

所にポストができ、現地勤務となって今年で20年

目です。ですから、前の噴火および今回の噴火と

２回の噴火を現地で体験することができました。

田鍋 私は、生まれも育ちも有珠郡壮瞥町で、

小学校の遠足でも有珠山に登るなど、火山は非常

に身近な存在でした。

座談会

火山列島騒然
2000年の火山活動と対応を検証する

出席者
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1982年に大学を卒業して、壮瞥町役場に就職し

ました。前回の有珠山噴火の終息宣言が出た年で

す。その年に町の教育委員会が北海道大学の協力

を得て行った市民大学講座を受講し、火山に興味

を持ちました。

1995年に開催された、「昭和新山生成50周年記

念国際火山ワークショップ」の事務局を務めたこ

とが、行政職員として火山を見直すいい機会にな

りました。それ以来、仕事上も火山とのかかわり

が非常に深くなって、今回の噴火を迎えました。

木村 私は、30年近く防災全般の仕事をしてい

ますが、火山とのかかわりは1991年の雲仙の大惨

事があったときからです。それまでは、火山とい

うと、なんとなく山の奥のほうの出来事という認

識でしたが、雲仙に行って、これは都市型災害に

近いと感じました。地元の住民の方からの要請も

あり、以来９年間、ずっと雲仙の噴火災害の復旧、

復興に携わり、火山と非常に密な関係になりまし

た。

司会 今年は各地で火山の噴火が相次ぎ、地震

活動も活発ですが、これらの現象には関連がある

のかと、よく聞かれます。岡田さんはこの質問に

どう答えられますか。

岡田 必ず聞かれますね。

たとえば有珠山と三宅島が関係しているかと聞

かれたら、これは関係していないと、はっきり答

えます。しかし、三宅島の噴火とその周辺で起こ

った地震は直接的な関連があるということは、研

究者の間でもたぶん異論のないことです。

問題は、三宅島の噴火や周辺の地震が、東海

地震や関東地域の地殻活動に関連するかどうか

という質問です。この質問に対しては研究者は

皆、基本的には灰色の側面があるという目でみ

ているだろうと思います。具体的な証拠がある

といえる段階ではないので、だれも関連がある

と言いませんが、万一の場合を考えながら、そ

の周辺のプレートテクトニクス＊の全体としての

活動推移に注目していると思います。

いくつかの火山活動が非常にはっきり相互に

関連して起こった時代があります。それは1600

年代の中ごろですが、北海道の道南の有珠山、

樽前山、駒ヶ岳の三つの火山が、いずれも数千

年の眠りを破って非常に大きな噴火をしました。

アイヌ民族が大きな被害を受けましたが、これ

は相互に関連して起こった世界で最も顕著な事

例と思われます。

ただ、地域的なプレートテクトニクスが、特

別の状態にあり、地殻応力＊＊を通じて一連の活

動を起こしたというつながりであって、マグマ

そのものが直接つながっているというものでは

ないと思います。

司会 有珠山と樽前山はよく連動するといわ

れますが。

岡田 もう一つ、有珠山と駒ヶ岳も過去の例

をみると結構連動しています。ですから、ある

狭い範囲の地域、たとえば千島海溝と本州東北

海溝の接合部あたりにある火山は、ある一定の

時期に、ある特別の応力状態におかれるという

共通性があって、そういう条件下では、連動す

ることがありそうです。
＊地球の表層は厚さ 100kmぐらいの20枚前後のプレートで

覆われている。このプレート相互の動きによって地震や

火山噴火が起こるとされる。

＊＊プレート相互の動きによってプレート内部に力が加えら

れて生じるストレス。

うまくいった学者と行政の連携プレー

司会 有珠山と三宅島、そして今も後遺症が

岡
田
　
弘
氏



続いている雲仙を話題にしたいのですが、まず有

珠山は、日本で初めて噴火の予知に成功したとい

う一般的な評価があります。３月31日に噴火する

前に岡田さん、田鍋さんそれぞれの立場でどのよ

うに行動されたのか、お話しいただけますか。

岡田 火山の防災対策として最初に考えなけれ

ばならないのは、噴火で直撃を受けるかもしれな

い人たちの避難が間に合うかどうかです。そのた

めには、気象台が発表する火山情報と、行政の防

災対応が重要です。

地震が増えたのは３月27日の夜８時以降です。

連絡を受けて私が観測所に行ったのは夜10時すぎ

ですが、まだこの時は無感地震でした。そこで気

象台には、夜中でもあるので、有感地震が起こっ

たら臨時情報に切り替えるという前提で、「臨時

火山情報」＊ではなく、「火山観測情報」＊という

形で火山情報を出してほしいと助言しました。

有珠山では過去20何年間火山情報は出ていない

ので、「臨時火山情報」でなくても、「火山観測情

報」が出れば防災担当者は状況を理解できますか

ら、防災機能は十分果たします。無用の混乱を避

ける配慮からこういうお願いをしたわけです。

同時に行政への連絡は、壮瞥町の田鍋さんの自

宅に電話しました。田鍋さんは火山学会の会員で、

10年来チームを組んでいましたし、地元を動かす

ためには、状況を正しく理解できる人にまず知っ

てもらうことが大事だと考えたからです。

28日０時50分には、北海道庁の防災消防課にも

電話を入れました。その内容は４点で、①これだ

けの本格的な地震活動は有珠山では23年ぶりで、

前回の活動以来である。②地震活動は、現在、増

加傾向にある。③地震の震源位置は山体の北西部

で、震源の深さはやや深くて、数キロである。④

北大の観測所は重大な関心をもって推移を見守っ

ている。というものです。

次の段階は、虻田町の洞爺湖温泉に住んでいる

住民からの有感地震の通報で、28日の１時35分で

した。その電話中に２度目の有感地震が起こって、

これは我々も感じました。二つ起こったというこ

とは群発ですから、これは火山活動の新しいレベ

ルです。田鍋さんはもうその時は観測所に詰めて
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いて、そういうやりとりを聞きながら役場の必要

なところに連絡を入れていました。

私どもは、有感地震が群発したら、火山活動は

もう戻らないと考えていましたので、その時点で

噴火に至る可能性が非常に高いと判断しました。

ただ、どのくらい先に噴火するかはわかりません

でした。

有感地震の発生に対応して、気象庁から出され

た情報が「臨時火山情報」になって、情報文のな

かに「注意」という言葉が入ってきます。さらに

事態の進展にしたがって、同じ「臨時火山情報」

でも「警戒」という言葉が入ってきます。それか

ら、「緊急火山情報」＊が出ます。 初めは「警戒」

ですが、最後には「厳重な警戒」に変わります。

気象庁から出される情報は、噴火が近付くのに応

じて適切な言葉が使われました。火山の情報を出

すときは、こういう言葉遣いの配慮が非常に大切

です。

それから、防災対応ではタイムフレームが非常

に大事だと思います。３日から１週間というのが

人間が対応できる最適時間です。夜もあるし、日

曜・祭日もあるかもしれませんから、３日より短

いと、対応は非常に難しく、逆に１週間以上にな

ると、この程度のことはまだ続くだろうと警戒が

ゆるんでしまいます。今回は、そういう意味では

自然現象が段階的に進んでいくことが目にみえ

て、しかもそのタイムフレームが正味４日という

最適で進んでいったことが、非常にスムーズに対

応できた要因の一つだと思います。

司会 その情報を受けて、有珠山のふもとの１

市２町それぞれ対応したわけですが、壮瞥町の場

合はどのような対応がとられたのでしょうか。

田鍋 28日の０時50分に火山観測情報第１号が

発表されましたが、その前に、27日の23時30分に

岡田先生から自宅に電話をいただき、まず、防災

担当者とともに北大有珠火山観測所に行きまし

た。

平穏期に、有珠山がひとたび活動を始めると、

「短時間でさまざまな行政判断を行う必要がある」

と先生方からアドバイスされていましたから、こ

れはすぐ対応する必要があると判断して、町四役



れ、「状況が切迫している」という見解を受けて、

18時30分に３市町同時に「避難勧告」を「避難指

示」に切り替えました。

この初動も含めて災害対応がうまくいったの

は、岡田先生からいただいた的確な情報に助けら

れたことが、非常に大きいと思います。

司会 先手先手と打っていけた。その背景にあ

るのは、科学者と行政との信頼関係だったと思い

ます。31日の午後１時すぎに噴火するわけですが、

噴火する前に緊急火山情報が出たというのも初め

てですし、それに従って住民の避難を完了したの

も初めてという画期的な出来事だったと思いま

す。
＊気象台が発表する火山情報は３種類あり、「火山観測情報」

「臨時火山情報」「緊急火山情報」の順に噴火の切迫性が

高くなる。

ハザードマップが火山防災の原点

司会 洞爺湖温泉は、有珠山の山頂火口から２

キロぐらいしか離れていないし、今回はすぐ裏山

で噴火しました。ほかの温泉地では例がないと思

います。

木村さん、今までの話をお聞きになっていかが

ですか。

木村 今週も現地へ行ってきましたが、住民の

方に聞いた感想では、皆さん火山の基礎知識はそ

れなりに学習されていて、噴火してしまうとどん

なタイプの噴火かわかるようです。ただ、今回ど

の形でくるかわからないので、噴火前にとにかく

逃げなければしょうがないという思いが強かった

ようです。

軽石の噴出なのか、あるいは火砕流なのか、そ

れがはっきりすれば自分たちは安心できると言っ

ていました。

ただ、避難住民の何人かからは、避難の指示が

あったときに、長くなると言ってくれたら、いろ

いろ手の打ちようがあったのに、という話があり

ました。

岡田 それは面白いことに、地域差があります。

たとえば壮瞥町の方々は、避難という言葉が出た
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はじめ防災担当に連絡を入れました。夜中の連絡

にはためらいはありましたが、岡田先生から「知

らせたほうがいいよ」と言われましたので、自信

をもって行動できました。

その後も、火山観測所にいて、先生方が気象台

などとやりとりしている状況を逐一役場に伝達し

ました。

28日の２時ごろには役場に防災担当職員が詰め

て、関係先への連絡や、すでに有感地震が始まっ

ていましたから、自主的に避難してくる方もある

かもしれないので、４時30分ごろには壮瞥町公民

館を臨時の避難所として開設する準備もしまし

た。

虻田町も伊達市も連絡を受けて、防災担当が役

所に詰め、対応の立ち上がりは早く、28日中には

３市町すべてで災害対策本部を設置しました。で

すから行政の初動体制の立ち上げはうまくいった

と考えています。

壮瞥町の対応を時系列でみると、まず、28日の

８時30分に地域防災計画に基づいて幹部会議を招

集し、災害対策本部を設置しました。そして、臨

時火山情報が出たことに合わせて、16時30分から

３地区に「自主避難」の呼びかけを行いました。

29日の11時10分に「緊急火山情報」が出たこと

を受けて、13時に災害対策基本法に基づく「避難

勧告」を３地区に出しました。さらに16時から北

海道防災会議の火山専門委員会が壮瞥町で開か

木
村
拓
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ときから冬物までトランクに詰めて、どうせ避難

命令が出たら１か月は続くだろう、ことによると

何カ月になるかもしれないと考えたそうです。

田鍋 帰ってこられないのではないかと、家族

の写真等、大事なものは全部車に詰め込んで逃げ

た人もいます。

岡田 洞爺湖温泉ではそれほど思い詰めた人は

いなくて、紙袋一つだけで着替えもなかった方も

いて、そういう地域差はかなりはっきり出たよう

です。

ただ、洞爺湖温泉の総合病院は、今回も被害を

受けましたが、前回の教訓を生かして、今回は最

初の情報の段階で、ものすごく手際よく対応をし、

入院患者全員に血液型、担当医師名、症状、手当

ての方法などを書いた札をつけて、一人ひとり緊

急移送し、整然とした先手の安全策がとられまし

た。

木村 前兆があって噴火するまでに時間のある

火山の場合は、地震と違って対応する時間がとれ

ますから、避難するのもあわてないですみます。

しかしそのためには、マニュアルをしっかりつく

っておくことがかなり大事です。

司会 よく言われますが、「静かなときに何を

しておくか」が問われるのですね。

有珠山周辺では、95年にハザードマップ (正式

名称は「有珠山火山防災マップ」) を、イラスト

入りで非常にわかりやすく作って住民に配布して

いましたが、今回、これが生きたと思われます

か。

田鍋 思います。噴火前、噴火後について、あ

らゆる想定で解説されていますので、一目で自分

の家や職場がどういう環境にあるかわかるように

なっています。過去の災害も出ていますが、どん

な準備をしたらいいかということまで細かく書い

てありますので、これを一読すれば、有珠山に関

する知識が得られるようになっています。

今回の災害対策でも、避難指示区域の決定など

に活用されました。また、壮瞥町では、97年に地

域防災計画の見直しを行い、新たに避難所の設定

を行い、98年に避難所と災害情報を伝える防災行

政無線の位置ならびに避難ルートをハザードマッ

プ上に図化した「災害に備えて」を発刊し、全町

民に配布するなど、防災意識を風化させないよう

な取り組みも今回のスムーズな避難に役立ったと

考えています。

司会 ハザードマップでは、過去最悪の事態だ

った1822年（文政５年）の山頂噴火による火砕流

を想定して危険区域を設定しています。今回もそ

れを基準にして住民の避難が行われましたが、実

際には山麓から噴火したので、避難指示の範囲を

さらに広げました。そういうことを考えると、山

麓での噴火を想定したハザードマップは、もう一

度見直さなければいけないと思いますが。

田鍋 ９月26日に、北海道庁が主体になって、

岡田先生たちのご意見をいただきながら、見直し

のための作業を既に始めています。年度内を目処

に改訂版ができる予定です。

司会 ハザードマップは、火山防災の原点にな

るべきものですが、日本にある活火山のなかでラ

フなものも含めてハザードマップが作られている

のは、17～18です。日本の活火山は全部で86。そ

のうち北方領土の10と海底火山12を除外すると陸

上では64ですが、その1/3にも満たない状況です。

岡田 有珠山のハザードマップは前回の噴火の

後、復興にマイナスだからと、拒絶された時代が

ありました。なぜそれが95年にできたかというと、

やはり雲仙岳の噴火の影響なのです。雲仙の火砕

流を見て、火砕流というのは起こってからの対策

では間に合わない、非常に危険だという意識が高

まり、ハザードマップに反対だった当時の虻田町

長が、方針を変えてくれました。

伊達市の前市長も、いつまでも復興にこだわっ

ていないで、次の噴火を考えていこうと、周辺自

治体が一致してハザードマップをつくれる準備が

できました。

木村 現地で聞いてみると、皆さん不平不満を

全然言わないで、かなり遠い人でもすんなり避難

していて感心しました。

今回、かなり広めに避難区域が設定されました

が、区域内の住民に納得してもらうためにも、ハ

ザードマップがなかったら、うまくいかなかった

のではないかと思います。



（1983年）がわずかな地震からたった２時間、有

感地震も数個ぐらいしか起こらないうちに、爆発

が起こってしまったからです。有珠山と違って、

玄武岩質のマグマの場合には、短い時間であっと

いう間に噴火してしまいます。マグマの性質が流

れやすいので、割れ目ができればすぐ出てしまい

ます。

問題は山頂噴火に移ってからですが、特に問題

だったのは、８月18日の噴石の噴火です。噴石に

当たってケガをした方が出ていますが、そういう

ニュースさえ全然出てきません。いったい何が起

こっているのか、たとえば噴石はどれだけ出てい

るのかという写真も出てこなければ、災害対応が

どう機能しているのかもまったくわかりませんで

した。

1986年の伊豆大島噴火の当時、東大地震研究所

の中村一明先生が考えた最悪のストーリーに基づ

いて全島避難が行われましたが、三宅島の場合、

まさに伊豆大島で懸念していたストーリーと同じ

ような状況になっているのに、災害対策がどうな

っているのか全然伝わってきませんでした。一方、

身の危険を感じている住民は、とりあえず子供た

ちだけでもと、避難を始めました。

そのあたりのギャップというかズレが、一番気

になった点です。

司会 ８月18日の山頂大噴火のときは、「臨時火

山情報」が出ました。あの時点でなぜ「緊急火山

情報」を出さなかったのか疑問を感じています。

岡田 あのときに「緊急火山情報」を出して、

情報の中に「警戒」「厳重な警戒」という言葉が

入っていると、行政のいろいろな部署が独自で動

けるようになります。有珠のときにはそうしまし

た。

たとえば、観測所に警察官がきたのは27日の朝

４時すぎです。自衛隊からコンタクトがあったの

も５時ごろです。そういう形でどんどん進みます。

それを束ねる形で国が入ってきて、伊達市に対策

本部が噴火前にできました。

ところが今回の三宅についてみると、住民に負

傷者が出ている、牛が死んだ、そういう事態が起

こっていながら、「厳重な警戒」という言葉も出
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見えなかった三宅島の防災対応

司会 三宅島は、６月26日に地震活動が始まっ

て、緊急火山情報が発表されました。噴火前に緊

急火山情報を出した第２番目ということになるか

もしれません。翌日の朝、海面が変色しているの

が見つかって、海底で噴火したらしいということ

になりました。ここまでは予知がうまくいって、

そのあと、マグマは西のほうへ移動したと考えら

れ、同時に、神津島や新島でかなり強い地震が頻

発しました。

ところが、７月になると、思いもかけない山頂

噴火が発生して、最初は、山頂直下に残留してい

たマグマが地下水を熱して、山頂噴火になったの

だろうと考えられていたところ、８月18日に噴煙

が8,000メートルに達する大噴火が起きました。

それと同時に、山頂火口がどんどん陥没して現在

500メートルぐらい陥没していますが、こんなこ

とは日本の火山観測史上初めての経験なのです。

したがって、そのあとどうなるのか、経験がな

いから先が読めないという状況になっています。

その上、有毒ガスの二酸化硫黄が１日に３万㌧も

出ているというのが現状です。

この三宅島の一連の活動を岡田さんはどのよう

に感じられましたか。

岡田 最初地震がわずかに増えたのをとらえて

緊急火山情報を出しました。それは、前回の噴火

田
鍋
敏
也
氏
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てこないし、「緊急火山情報」にもなりませんで

した。ですから、いろいろな行政機関が動けず、

山頂で噴火が起こっているにもかかわらず、山頂

を観測する手段すらないということになってしま

いました。

非常に不思議だったのは、有珠山の場合は噴火

の前から自衛隊や海上保安庁、あるいは北海道開

発局のヘリが毎日飛んで、現地からいろいろな報

告が入ってきました。ですから当然、三宅島でも

そういうことが行われていると思っていました。

しかし、マスコミのヘリによる遠くからの映像が

たまに入ってくるぐらいで、山頂の火口の中であ

れだけいろいろなことが起こっているのに、その

情報が全くないという状態が長かったと思いま

す。

司会 村議会は全島避難したいといっていまし

た。ところが、東京都がためらっていたように私

たちにはみえますが、木村さんはどうですか。

木村 まさにご指摘のとおりで、有珠山がうま

くいきすぎたのかもしれませんが、三宅は科学者

と行政の連携が極めて不透明だったと思います。

一昨日、地元の方に話を聞きましたが、８月18

日はかなり大きな噴火で、あのときは、残りたい

という人もいたけれど、かなりの人が島を離れた

いという思いがあって、皆さん、自主避難なり、

子ども、高齢者だけでも避難させるという行動に

出ました。村議会で避難したいという決議をしま

したが、東京都はまだその時期ではないと言いま

した。予知連、気象庁、東京都の関係がどうなっ

ているのか、我々は外からみていても不可解でし

た。

司会 東京都の受け入れ体制の問題もあったの

かもしれませんが、どうなのでしょう。

岡田 よくわからないのですが、東京都の防災

対策の責任者が、全島避難の必要はない、とかな

りはっきり明言しましたね。あれだけはっきり言

い切れたのは、理由があると思います。それは明

らかにされていませんが、ある筋からの内々のい

ろいろな情報があって、それに基づいて判断をし

ていたと私は思います。

田鍋 行政機関が住民に対して避難などの措置

をしていくうえで、確かな科学的根拠がないと判

断に苦しむということがあります。行政の立場で

考えると、判断材料になるような情報が適切なと

きに適切に出ていなかったのではないかと思われ

ますし、非常に苦労されたのではないかと感じま

した。

また、自然現象は、現代の科学をもってしても

予測を超えることが起こり得る、ということを常

に念頭に置いておかなければいけないと、三宅島

の噴火で再認識させられました。

司会 8 月29日の噴火で、30度前後の低温の火

砕流が発生して、「火砕流」という言葉がマスコ

ミを通じて、世に出ました。それで東京都は全島

避難を決めたのだろうと思いますが、いかがです

か。

岡田 そうだと思います。噴石もあったことだ

し、海まで横なぐりの噴煙がきたということで、

決断したと思います。

木村 低温か高温かは別にして、行政が火砕流

という言葉で全島避難に踏み切ることができたと

いう意味ではよかったと思います。

もう一つよかったと思うのは、８月31日に火山

噴火予知連の会長が現地で説明会を行いました

が、科学的な説明をした後に、個人の見解として

「ここで生活するのは無理で、ぼくなら避難する」

と言われたことです。あのひと言は、非常にイン

パクトがあって、これは逃げなければならないと、

住民の多くが決心しました。

分散避難でコミュニティが破壊

司会 三宅島の人たちは避難したものの、職が

ないなど、生活上の問題が生じています。漁業の

方が下田へ行ったら、漁業権の問題で漁業を行う

のを断られたという話もあります。

木村 今は 3,800人全員避難してきていますが、

500～600人が所在不明です。最初に自主避難した

人たちがどこにいるかわからないのです。

通常は避難所にまず入って、仮設住宅へという

流れになるわけですが、今回は、その二つを飛び
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越えて空いている公営住宅に入ってもらうという

異例な措置でした。これは住宅対策としては評価

していいと思いますが、ただ、分散の弊害もあっ

て、そこをどうカバーするかという点が、考えら

れていません。

避難した島民の方が困っているのは、情報の問

題で、一つは島の自宅の状況を知りたいのですが

情報が全然入ってきません。もう一つは 3,800人

が 1,000万都民の中に埋もれてしまったわけで、

避難者同士の情報交換ができない、コミュニティ

の維持ができないという悩みを抱えています。こ

ういう問題に行政がどう対応できるかが問われて

います。今はボランティアが頑張って、多少ケア

しているようですが、もっと行政が手を伸ばすべ

きではないかと思います。

田鍋 情報の提供という面で今回の有珠山の場

合は、現地対策本部の会議の様子や、天候の状況

にもよりますが、自衛隊のヘリコプターを毎日飛

ばして、噴火口周辺や家屋周辺を撮影し、その映

像をビデオテープにダビングし、その日のうちに

各避難所に配信するということを毎日やりまし

た。避難所以外の方はテレビなどに配信された映

像しか見られませんが、避難所に入った方は毎日

ヘリからの映像を見られたわけです。

木村 東京に避難した三宅島の人たちに対して

も、これだけいろいろメディアが進んでいますか

ら、やろうと思えば方法はあると思います。たと

えば、東京都は資本を出しているＭＸテレビをも

っていますから、これを使って情報サービスのシ

ステムを作れば、避難者の各家庭に一斉に島の情

報を流せます。

次の噴火に備えて
どんな防災対策が有効か

司会 三宅島、有珠山、雲仙の現在のステージ

を考えると、三宅島は、まだ災害が進行中で、住

民も帰れる状態ではないし、復旧も始められない。

有珠山の場合は、一部を除いてはかなり復旧も進

んだ。これからは復興を考えなければいけない。

雲仙の場合は、もう復旧は完全に終わって、今、

復興をどんどん進めている。それぞれステージが

違うのですが、有珠山周辺地域の復興に、雲仙の

ケースは教訓になる部分もあるのではないかと思

います。

木村 雲仙と有珠山は土地柄はかなり違いま

す。雲仙はもともと農業が基盤のところですが、

有珠山の場合はなんといっても観光です。いずれ

にしても復興するときには、もともとの産業を念

頭においてやらなければなりません。

雲仙の場合は、農業をどうやって残すかという

ことが一つの課題でしたが、有珠の場合は、かな

り衰退しつつある観光を立てなおすために、今度

の噴火でできた火口などをどのように観光資源と

して使ってくかということが、復興の一番のキー

ワードではないかと思います。

両方の災害で共通項として出てくるのは、砂防

事業（砂防ダムや導流堤などの防災施設を造る土

木工事）です。

雲仙では大きな導流堤を造りましたが、今、こ

の空間を日常どのように利用・活用するかという

ことを模索しています。

これは、有珠山の砂防に反映できるかもしれな

いと思います。そのためには雲仙は頑張らねばい

けないのですが、いずれにしても観光地の砂防の

あり方は、砂防事業にとっては大きな課題だとい

う感じがします。

それから火山災害からの復興では、住民の生活

と安全の問題が大きなテーマです。たとえば、雲

仙では一番被害の大きかった安中地区の全住民を

諫早の干拓地に移すとか、眉山崩壊に備えて市街

地を移転するという話がありました。

しかし、住民を強制的に移転させる措置は、今

は制度としてはありませんし、移転先で生活をど

のように維持できるかが全然みえません。また、

住民の方は当然ふるさとがいいという思いもあっ

て移転説は消えて、火山との共存の道を探すとい

う方針で復興を決めたわけです。

岡田 私は、有珠山については前回の噴火後の

復興対策で何がよかったか、何が問題だったか、

そこから出発すべきだと思います。
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まず、前回の対策として行われたもので非常に

よかった点ですが、今回の噴火でできた金比羅山

の火口のところには、前回の噴火前には７棟の３

階建てのアパートがあり、平屋の住宅も建ち始め

ていて、さらに住宅が増えていく予定でした。

ところが、前回の噴火でここは50センチから30セ

ンチの火山灰が積もり、泥流が流れてお母さんと

赤ちゃんが亡くなくなりました。地殻変動で３階

建ての住宅が割れて、最終的には２階分垂直にず

れてしまうといった災害が起こったために、この

地域では集団移転をしました。住んでいる人たち

も、皆合意して移りました。その結果、今回の噴

火で被害を受けないですみました。

さらにその下にダムを作り、町を通って湖に至

る流路溝を３本つくりました。その流路溝があっ

たために、今回、あれだけの熱泥流が発生したに

もかかわらず、大部分はその流路溝を伝わって流

れました。一部オーバーフローした部分は、もう

１本の流路溝で止まり、ホテルがたくさんある街

の東部分には侵入しませんでした。

これは前回の対策のよかった例です。

一方、活動が完全に終わってから５年後以降に

なされた措置の中には、今回の災害を決定的に重

くしている事態があります。それは何かというと、

危険地域に限りなく近いところに公営住宅を次か

ら次へ建ててしまったことです。

たとえば、金比羅山の北側にある西山アパート

は３階建ての公営住宅です。ここは、一人暮らし

の老人が多く住んでいましたが、屋根は今回の噴

火で 100個以上の噴石の穴があいて、横からも石

がどんどん飛び込んでいて、全く帰れないし、も

のを持ち出しても全く使えない状態です。さらに、

その下の桜ケ丘団地と呼ばれる５階建てのアパー

ト３棟も全く同じような被害を受けました。

噴火の跡を活用する
火山の災害復興プラン

司会 有珠山周辺には今、エコミュージアム構

想がありますね。それを紹介してください。

田鍋 有珠山は近代火山学発祥の地で、火山学

の分野では非常に価値のある山だということを、

地域住民が再認識することが出発点になると思い

ます。

今世紀に４回噴火しているわけですが、過去の

噴火災害のツメ跡がそのままの状態で残ってい

て、今回も新しい火口や新山ができました。そう

いう天然の素材を生かして、新たな体験学習ゾー

ンとして、人工的な手をあまり加えないで自然・

火山・自然災害を学ぶ、ゾーン整備を考えていま

す。

今までは湖や温泉街の背景（風景探勝）中心の

観光地形成で短期滞在型だったのですが、有珠山

を一つの素材・資産として新たな火山エコミュー

ジアム構想を企画し、それを一つの復興策として

いこうという考え方です。

司会 火山学者の立場から、この構想に対して

コメントがあればどうぞ。

岡田 北海道の観光は夏は黙っていても人が来

ます。冬はスキー客が来ます。問題は端境期です。

端境期の最大のお客さんは修学旅行で、これがあ

るから営業をやっていけるという側面をもってい

ます。その修学旅行を滞在型で魅力あるものにす

るためにも、火山エコミュージアム構想はいいア

イディアだと思います。

壮瞥町側の昭和新山の活動や南側の 7,000年前

に起こった山体崩壊のあとなど、魅力的なものが

周辺にたくさんありますので、ぜひ取り組んでほ

しいと思います。これは、町が生き残るために一

番いい方法です。

司会 雲仙でも、平成新山を下から見上げるこ

と自体が自然教育になります。今、土石流で埋ま

った家を、新しく造った道の駅に展示しています。

雲仙でもそういう努力はしていますね。

木村 雲仙で思いを強くしたのですが、火山災

害の場合の復興は、被災地の土地が使えなくなっ

てしまうことが大問題です。地震の場合は、家が

倒れてもまたその場所に建てられますが、火山災

害の場合はそこに再建ができません。公共事業が

入ってこないと再建できません。移転先を考える

しかないのです。
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岡田 今の制度上では、火山砂防事業にオーバ

ーラップしないといろいろなお金が出てこない、

対策が打てない、そういうことはありますね。

木村 砂防事業にかかったとしても、手続きに

相当時間がかかります。調査して設計しているう

ちに、２年、３年はたってしまいます。被災者は

その間じっと待たなければいけない。

ですから、砂防事業をやることがきまったら、

どんな方法でもいいから早くその土地を買ってあ

げれば、被災者の再建はすごく早くなります。そ

ういう仕組みを作る必要があると思います。

岡田 測量して調査が終わらないと、なんの手

も打てないというのは問題ですね。

田鍋 木村さんが言われるような仕組みができ

れば、住民の生活基盤が安定しますので、次の経

済活動に結びついていって、早い復興がはかれる

と思いますが、２年、３年の待ち時間は、地域に

とっては大きな問題だと思います。

司会 あまりぐずぐずしていると、また次の噴

火が起きてしまう。

木村 ですから、火山防災の法制度を見直さな

ければいけないのではないかと思います。

大胆な話ですが、事前の防災から、避難中の支

援、復旧・復興の支援まで一貫して対応できる、

「火山防災対策基本法」をつくればいいと思いま

す。今は災害救助法だけで次の支援策がありませ

ん。ですから何か起きると、食事などの供与事業

をどうするのだとか、基金はできないのかとか、

そんな話になってしまいます。

もっといえば、たとえば有珠でも問題になりま

したが、避難指示あるいは避難勧告が出たときに、

アパートの家賃、水道料金、電気料金、ＮＨＫの

受信料金などをどうすべきか、住民は皆その対応

に困っています。固定資産税の問題や住宅ローン

の問題もあります。それらの問題は何も解決され

ていません。

こういう問題を一つ一つ解決しようとしてもう

まくいかないので、火山災害に関する根幹となる

法律をつくって、たとえば避難指示が出たらこう

しましょう、警戒区域が指定されたらとりあえず

利息は免除しますといった具体策を盛り込んで、

被災地全般の復興まで視野に入れた制度をつくら

ないと、火山防災はうまくいかないと思います。

田鍋 壮瞥町は公営住宅の管理者でもあり、避

難指定区域に物件がありますので、今のお話は貴

重な提言とお聞きしました。家賃や水道料の問題

などは、火山を抱える自治体が同じ課題に直面す

ることが考えられ、その対応策をマニュアル化で

きる部分があると思います。

事業用の固定資産税についても、今回は減免と

いうことで全国に先駆けて実施しました。試算で

は4,000万か5,000万円の減免措置を自治体の負担

で行わなければならないので、制度的なものが整

っていないのは明らかだと思うのです。

火山噴火を経験した自治体の諸問題を持ち寄っ

て、真剣に議論する場が必要ではないかと思いま

す。ただ、火山周辺は郡部が多いですから、数の

論理ではなかなか法制度まではいかないかもしれ

ませんが。

司会 せめて北海道の火山をもっている自治体

だけでも、集まる機会をつくるのは必要ではない

でしょうか。九州は九州でできるでしょうし。

日本は火山列島ですから、どこの火山がまた噴

火するかわかりません。有珠山や雲仙の体験は将

来、火山とどう共生していくかという面で、大き

な教訓として生きていくのではないかと思いま

す。

今日はどうもありがとうございました。

伊
藤
和
明
氏
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１　はじめに

ひょうは、発達した雷雲（積乱雲）の下の限ら

れた領域に降るため、被害も限られた狭い地域と

なるのがふつうである。しかし、発達した雷雲が

長い時間にわたって存在し移動する場合には、ひ

ょうが降る範囲も広くなり、被害の地域も広が

る。

20002年５月24日には、茨城県南部から千葉県

北部にかけて発達した雷雲が通過し、みかん大か

らピンポン球大のひょうが降り、農作物やビニー

ルハウスといった農業施設のほかに学校の窓ガラ

スが破損するなどの多くの被害をもたらした。

ひょうに関する一般的な知見を紹介すると共

に、このような大きいひょうが降ることはまれで

あり、この事例について解析を行ったのでその推

＊きひら やすひろ／気象庁予報部予報課予報官

移について述べる。

２　ひょうが降るメカニズム

ひょうが降るメカニズムは、積乱雲がどのよう

に発生し発達するのかというメカニズムと切り離

すことはできない。わが国では、ひょうは複数の

積乱雲が規則的に並んで群れをなしている場合に

多く、これらの積乱雲は次から次と発生と消滅を

繰り返しながら移動する。このような雷雲は、マ

ルチセル型といわれている。ここで、セルという

のは生物が細胞から構成されていることになぞら

えて使われている言葉で、積乱雲の一つ一つを表

わしている。

それぞれの積乱雲の一生は、一般的には発生期、

成熟期、衰弱期の３つの段階に分けられる。図１

は、発生期から消滅期にある4つのセル（積乱雲）

が群れをなしているマルチセル型の雷雲の模式図

大粒の嵐“ひょう”
木平泰浩＊



37

2001予防時報204

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■防災基礎講座

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

で、全体として図の左から右へ移動している。

雲は、水蒸気が凝結した水滴や昇華によって作

られた氷粒子でできており、これらをまとめて降

水粒子と呼ぶ。中間の高さで紙面に向かって乾い

た空気が雷雲内に流れ込み、この空気は上から落

下してきた降水粒子を蒸発させる。このため、こ

の空気は熱を奪われて冷やされ、周りの空気より

も重くなって幅の広い下降気流となる。この冷た

い下降気流は地上付近で水平に広がり、前方の地

上付近から流れ込む暖かくて湿った空気とぶつか

って、いわゆるガストフロントを作る。

このガストフロントは小規模な寒冷前線という

べきもので、これが通過すると風向は急変し、気

温が下がり突風を伴うことがある。そして、前方

の地上付近から流れ込む暖かく湿った空気は冷た

い空気に比べて軽いため上方へ持ち上げられ、こ

の雷雲の先端で新しいセルが発生する。図の右端

にｎ+1と記号したセルは、新たに発生したセルで

ある。セルｎ+1とその後ろにあるセルｎは発生期

にあるセルで、セル全体は上昇気流で占められ、

雲が空高く成長する。

雲の中では、多くの場合、0℃以下でも水滴は

凍結しないでそのまま存在するものが多く、これ

を過冷却水滴という。この過冷却水滴は、上昇気

流によって次々と雲の上部に運ばれ、氷粒子に衝

突し凍りつく。その結果、氷粒子は重みを増して

ひょうの元となる「あられ」状の降水粒子となり、

これをひょうの芽と呼ぶ。発生期のセルでは、こ

のひょうの芽を含めて降水粒子が作られるが、こ

れらはまだ地上には落下してこない。

次に、ｎ-1のセルは成熟期にあるセルで、雲の

高さは最高に達している。ひょうの芽は、次第に

重みを増して落下し始めるが、強い上昇気流によ

って再び上方に持ち上げられ、過冷却水滴がさら

に凍りつく。この上昇と下降を何回か繰り返しな

がら、ひょうの芽は重みを増しつつ成長し大きな

氷の塊となって地上へと落下し始める。この氷の

塊は、地上に近づくほど気温が高いため次第に融

けて小さくなる

が、最終的に融け

きらずに地上に達

したものがひょう

となる。図の中の

小さな丸印は、ひ

ょうの芽の生成か

ら落下までの軌跡

を示している。上

昇気流が強ければ

強いほど、ひょう

の芽は長い時間に

わたって上下運動

を繰り返し、氷の

塊が大きくなるた

め大きなひょうが
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図１　マルチセル型の雷雲の模式図（K.A.Browning等の図を引用）
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降る可能性が高くなる。大きなひょうが降るよう

なセルでは、この降水粒子の落下による周りの空

気の引きずり下ろしも強くなり、冷たい下降気流

が強められる。

最後に、ｎ-2のセルは消滅期のセルである。こ

の中には上昇気流はなく、セル全体に弱い下降気

流があり雨は降っていても弱い。そして、最終的

に積乱雲は消滅する。

３　日本のひょうの被害について

（1）気候学的な特徴

ひょうは、日本海側の地域に多く降る寒候期型

と内陸の地域に多く降る暖候期型に大きく分けら

れる。寒候期（10月から３月）には、日本海側の

地域で頻繁にひょうが降る。直径が５mm未満の

ものはあられと呼ばれるが、この時期、日本海に

発生する雷雲は背が低く発達の程度が弱いため氷

の塊は小さく、ひょうとあられの境界付近のもの

が多く降る。さらに、この時期は、農作物が畑に

あまり残っていないため大きな被害となることは

少ない。

一方、暖候期（4月～9月）には、ひょうが内陸

の地域で多く降り、この時期には多くの農作物が

栽培されていることから、しばしば大きな被害を

もたらす。特に、５月は大きなひょうが降り、被

害が大きくなることが多い。これは、５月には南

海上から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなる

一方で、上空にはまだ冷たい空気が流れ込むこと

が多く、いわゆる大気の状態が非常に不安定とな

って発達した雷雲が発生しやすいためである。ま

た、７月も被害が多く、これは梅雨明け前後の雷

雲によるものである。

ところで、雷雲が最も頻繁に発生する８月は、

意外と被害が少ない。これは、雷雲の中で成長し

た氷の塊が地上へと落下していく途中で、気温が

高いためにどんどん融かされて大きなひょうがで

きないためと考えられる。５月から６月にかけて

のひょうは上空への冷たい空気の流れ込みによる

不安定、７月から８月にかけてのひょうは暖かく

湿った空気が日射の影響で局地的に暖められるこ

とによる不安定が主な原因で発生する。

（2）発生地域の特徴

被害が多い地域は、本州の内陸部、特に関東地

方北部とその隣接地域および中部地方の内陸部で

ある。図２は、ひょうの被害の回数を各地域につ

いて５日間毎にまとめたもので、関東甲信地方が

最も回数が多いことがわかる。関東甲信地方のひ

ょうの被害は、季節的には梅雨入り前後の５月下

旬から６月前半に集中して多く、次いで７月下旬

ごろが多くなっている。図２　各地域の５日間毎にまとめたひょうの被害の回数
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関東甲信地方には関東平野という平坦で広大な

地域があり、南海上からの暖かく湿った空気が、

関東地方北部や甲信地方といった内陸の地域まで

進入しやすいという特徴がある。また、関東地方

北部と甲信地方は盆地が多く、地形的に日中の気

温が高くなりやすい特徴もある。従って、この地

域では、他の地域に比べて暖候期に大気の不安定

な状態が生じやすく雷雲が発達するための条件が

揃っている。この結果、ひょうが降る回数が多く

なり、ひょうによる被害の発生回数も多くなる。

また、関東甲信地方の中で、直径３cm以上の

大きなひょうが多く降るのは関東地方北部で、さ

らに大きな川に沿った所で多いとの調査報告があ

る。一方、西日本では、関東甲信地方に比較して

回数が少なく、特に７月と８月の回数が少ない。

これは、この期間には西日本の上空に冷たい空気

が入り難く、関東甲信地方に比べて発達した雷雲

が発生し難いためと考えられる。また、北日本は、

関東甲信地方に比べて回数が少ない。これは暖候

期の地表付近の気温が関東甲信地方に比べて低い

ためである。

（3）被害の回避策について

被害で最も問題になるのは、農作物への影響で

ある。被害の程度はひょうの大きさだけではなく、

被害の対象となる農作物の種類や生育時期あるい

はひょうが降っている最中の風速によっても異な

る。被害を小さくするための方策として、次のよ

うなものがある。

(a)農作物の栽培からみた回避法

被害を農作物の栽培という立場から回避するた

めには、次のような方法が考えられる。第一は、

ひょうが頻繁に発生する時期と、ひょうに弱い農

作物の栽培時期が重ならないようする。第二は、

ひょうが多い地域では、なるべくひょうに強い農

作物を栽培する。そして、第三には、ひょうが降

ることが予め予想される場合には、収穫直前の農

作物は早めに収穫する。

(b)人工的なひょうの発生の抑制

ひょうの発生を人工的に抑えようという試み

が、ロシアやアメリカで積極的に行われたが、十

分な結果が得られていないのが現状である。この

方法は、まず、積乱雲の中の強い上昇気流によっ

て大粒の過冷却水滴が集まっている所に注目す

る。そして、この部分に一度に多量のひょうの芽

になるものを入れてやり、過冷却な水滴の奪い合

いを誘発させて大きな氷の塊ができないようにす

る。その結果、氷の塊はあまり大きくなれず、地

上へ落下する途中ですべて融けて雨になってしま

うというのが基本的な考えである。

(c)道具を用いた回避法（予防網）

これは、例えば果樹園全体を網で覆い、ひょう

が降ってきてもこれを遮断あるいはひょうの落下

速度を大幅に減少させて果実への被害を軽減させ

ようというものである。関東地方北部の梨園では

すでに実用化されており、効果を上げているとの

報告がある。

図３　2000年５月24日９時の地上天気図
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４　2000年５月24日のひょうについて

図３は、当日９時の地上天気図である。秋田

沖には1,006hPaの低気圧があって南東へ進み、北

日本から東日本にかけては弱い気圧の谷となっ

ている。

また、図４は、同時刻の500hPa（約5,700メー

トル上空）の天気図である。この天気図には実

線で等高度線、点線で等温線が引かれている。

秋田沖の低気圧の上空は等温線が南に垂れ下が

っていて周りに比べて気温が低く、約－20℃の

冷たい空気があることがわかる。一般的に、上

空に冷たい空気があればあるほど、大気の状態

が不安定となり、雷雲の発達には適している。

上空の観測気温は、毎日９時と21時の２回行わ

れており、関東地方では茨城県つくば市の高層

気象台で観測されている。

当日９時におけるつくば市の500hPaの気温

は－16.9℃で平年値の－12.4℃の比べて4.5℃も低

く、平年に比べてかなり冷たい空気が上空に流

れ込んでいることがわかる。秋田沖の上空の冷

たい空気は低気圧と共にさらに南下してくるこ

とを考えると、午後は大気の状態がより不安定

で関東地方では雷雲が発生、発達することが予

想される。また、これまでの多くの調査から上

空の冷たい空気が近づく場合、この中心の南東

側の広い範囲に雷雲が発生することが知られて

いる。これらのことより、上空の冷たい空気が

南東へ進んでくる中で、関東地方は雷雲の発生

に最も気をつけなければならない地域であった。

日本海から新潟県では、朝の内から雷雲が観

測され、広い範囲で雨が降っていた。この降水

域は、次第に南下し９時ごろには関東地方北部

にかかり始めた。図５は、気象レーダーで１時

間に40mm以上の降水の強さが観測された領域を

10時から20分毎に示したものである。この図か

ら、関東地方を南東に移動するAとBの降水域に

相当する2つの雷雲があることがわかる。

まず、Aは茨城県内で弱まりながら東海上へ抜

けている。次に、Bは10時過ぎに三国峠を越えた

後、降水域の拡大と縮小にみられるように雷雲

の発達と衰弱を繰り返しながら南東へ進み、13
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１．はじめに－企業の社会的責任－

21世紀に向けた人類のリスクマネージメント上

の緊急且つ最も重要な課題の一つは、環境問題を

如何に解決するかであろう。環境に大きな影響を

与えている企業の社会的責任はいうまでもなく大

変大きい。企業はその社会的責任を深く認識して

おく必要がある。

第一は、事業所の存在そのものに関わる責任

(Existing Responsibility)である。企業は存在その

ものによって様々な社会的なインパクトを与えて

いる。企業規模が大きくなり、事業活動の領域と

範囲が広がり、長期間に渡る活動が続けば続くほ

ど、資源、エネルギー、人材、資本を大量に消費

する。その結果、大気、水質、土壌、交通問題を

始め、資源・エネルギーの枯渇、物質による汚染

などの環境影響、電磁波、騒音、振動など物理的

環境影響等を与える。事業を存続するためには、

リスクマネージメントと環境会計

＊なかまるすすむ／株式会社リコー副理事 CSM本部兼務社会

環境室審議役

こうした環境影響に関して世の中にネガティブな

影響を与えてはいけない責任がある。

第二に、事業活動そのものに関わる責任

(Functional Responsibility)である。企業活動の本

来の目的を遂行するにあたって全うしなければな

らない責任である。企業は顧客に対して、安全で

信頼性が高く、環境に配慮し、適正な価格で製品

とサービスを提供する責任がある。従業員に対し

ては、安全で適切な職場環境を提供し、賃金の支

払はもとより、適切な福利厚生を提供する。取引

先に対しては、債権債務の適切な履行、株主に対

しては適切な配当の責任がある。

第三には、企業活動の結果獲得した、社会的地

位に応じた責任(Social Standing Responsibility)で

ある。企業が社会的に得た果実を、社会に還元す

る責任である。企業の得た成果・利潤は、その活

動を支えてくれている社会に還元することが社会

の期待としてある。学術、文化、芸術、スポーツ、

福祉分野等への貢献を始めとしてその還元方法は

様々である。

中丸進＊
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２．環境経営３つのステップ

こうした社会的責任を果たすために、リコーで

は1992年環境綱領（1998年改訂）を制定し、それ

に基づく環境行動計画を策定し、継続的な環境改

善に取り組んでいる。環境行動計画を進めていく

上では次の３つのステップがある。

第一は「環境対応」のステップである。これは、

法規制や競合への対応、お客様からの要望に対す

る対応といった、外部要因によって動くどちらか

といえば他律的・消極的な環境対応型のアプロー

チであり、最低限必要なことを実行する段階であ

る。

第二は、環境に対する問題解決は地球市民とし

ての責任であるとの使命感に基づく「環境保全」

のステップである。使命感に基づき、自己責任の

原則の基に、法規制以上に厳しいヴォランタリー

プランを策定し実行する段階である。高い目標を

掲げ、省資源・省エネルギー、汚染防止等、積極

的に地球環境の負荷削減に取り組む段階である。

その実現のためには、社員一人一人の意識改革が

重要である。

この段階の環境に関わる経営ツールとしては、

環境管理システムや、LCA(Life Cycle Assessment)、

EPE（環境パフォーマンス指標）、環境ラベルな

どISO14000シリーズ等の国際標準規格を活用し、

また、従業員の意識向上のために環境ボランティ

ア活動を活発化する。しかし、こうした活動も、

経済的合理性を考慮しなければ、企業そのものは

存続し得ない。

そこで、第三は「環境経営」のステップで、環

境保全と経済価値の増大を両立させる段階であ

る。「環境保全と経済価値は同軸である」との考

えのもとに、これまでも経済価値の追求に極めて

有効な手法である「経営のQCD(Quality, Cost,

Delivery)」を廻す活動を環境経営でも展開する段

階である。

これは例えば、メーカーであれば、商品企画の

段階では、徹底的に無駄な機能を排除する商品作

りを目指す。開発・設計段階では、機器の部品点

数の削減や、部品の共通化、長寿命化を目指すと

同時に、アプライアンス（～し易さ）を追求する。

また、生産段階では、工程数の削減・歩留り／稼

働率の向上や、材料や副資材の利用率の向上、ご

みゼロ（ゼロエミッション）の追求といった日常

活動を展開する。更に販売・サービス段階では、

遠隔診断システムや簡易包装を導入するなど、環

境と経済を両立させながら、経済価値を創出しよ

うとしている。

この段階で用いる環境経営のツールは、経営の

意思決定と企業価値の向上に取り組むためエコバ

ランスを保持するための様々な手法がある。なか

でも、環境コストとその効果の把握は重要である。

リコーグループはこの第三ステップの実現を目指

しており、こうした活動を通して、環境保全、す

なわち環境負荷削減と経済価値の創出を両立さ

せ、社会的責任を果たす道を追求しているのであ

る。

更に、社会的責任を遂行する手段としては、上

述のステップを踏んだ日常の環境経営活動をシス

テムとして支える「環境管理システム」(EMS:

Environmental Management System)がある。この

規格は、人間の生活に必要なあらゆる活動を行う

組織に適用されることを意図して合意された規格

である。現在、官民を問わずあらゆる分野の組織

がEMSを導入し、継続的に環境を改善する動き

を活発に行っている。国際的にはISO14001がその

代表的なものであるが、1996年９月に国際標準化

されたこの規格は、現在全世界で18,000の組織が

導入を済ませ、第三者認証を受けている。

日本では、2000年９月現在で、4,470件を超え全

世界のほぼ４分の１を占めている。リコーでは、

全世界の生産関連事業所はすべてISO14001の認証

を取得し、更に2000年９月には、国内の非生産系

事業所でも認証を取得している。EMSの立ち上

げ導入に続いて、このシステムを活用し、継続的

に環境改善を図り、環境パフォーマンスを更に向

上していくためには、それぞれの組織体制を整備

強化していくことが必要である。
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３．環境会計の導入

企業として継続的にレベルの高い環境保全活動

を展開するには、上述したように、環境負荷削減

効果と経済効果が両立した「環境経営」を実現す

る必要がある。「環境会計」は環境と経営をつな

ぐ重要なツールであるとの認識の基に、リコーで

は1998年末より環境会計を導入することにした。

環境会計の種類には、国レベルで取り扱うマク

ロ環境会計と、自治体や企業レベルのミクロの環

境会計の２種類がある。リコーグループの環境会

計は、後者に属するが、このミクロの環境会計は

更に２つに分類される。一つは、内部環境会計と

呼ばれ、企業内部の経営者の意思決定のための管

理会計的アプローチで、経済効果を重視する北米

を中心に発達しつつある分野である。もう一つは、

外部環境会計と呼ばれ、株主や投資家向けに、主

として外部公表を目的とする、財務会計的アプロ

ーチで、環境関連の物量に対する効果をも取り扱

い、欧州を中心に発達しつつあるものである。

リコーグループでは、これら２つの要素を環境

会計導入の目的としている。すなわち、一つは、

内部管理を目的とするもので、経営のリスクマネ

ージメントのツールとして、また経営資源の適切

な配分（投資効果の明確化、適切な損益計算）、

効率的なプロジェクト管理（予算精度の向上、環

境コスト管理）、及び、従業員への環境コスト意

識の向上を目的としている。

もう一つは、情報開示への積極的対応を目的と

するもので、株主や様々なステークホルダーへの

情報開示を通じて社会的評価を確立することであ

る。

環境会計システムを確立するための体制は、全

社の環境施策の責任部門である社会環境室を中心

として、会計のノウハウの専門家集団である経理

部門、及び膨大なデータと精緻なデータ収集をシ

ステム化するために情報システム部門の３部門に

よるプロジェクトチームを作り、環境会計のシス

テムを作り上げた。またオブザーバーとして監査

部門や広報部門にも参加してもらった。

４．リコーの環境会計の概要

１）リコーグループの環境会計の対象範囲

環境会計を導入した1998年は初めての試みであ

り、リコー単体を対象として集計した。この経験

を踏まえて、翌1999年度は、国内海外を含め

ISO14001の認証を取得したリコーグループの生

産関連会社に拡大した。今後は、非生産系事業所

である、一般のオフィス事務・物流・販売・サー

ビス部門のISO14001認証取得の計画に沿って順

次導入し、2001年度末までにはリコーグループの

全事業所を対象とした環境会計に広げる予定であ

る。

２）環境コストの捉え方

対象とする環境コストの集計範囲は、金額の大

小を問わず、経理部門が認識するすべての費用項

目、設備投資、原価償却費、人件費に及ぶ。すな

わち、何らかの環境目的があるものはすべて集計

の対象としている。但し、環境目的としないもの

で、結果的に環境負荷が下がったという結果系の

項目は対象としていない。これは、コスト集計時

点で環境目的と認識しないものは、コスト集計か

ら洩れるからである。

例えば、購入した備品（例えば空調機）が以前

のものに比べ、省エネ性に優れたものであり、以

前と同様な使い方をしても結果的に電力消費量が

削減され、CO2排出削減に寄与した場合でも、経

費計上時に環境関連経費として計上しなければカ

ウントできないからである。後からの修正はアイ

テム数が多ければ現実的に集計不能となる。

また、コスト集計の方法の中で、環境コストの

分類については、環境庁の環境会計ガイドブック

を参考としている。以下に環境庁ガイドラインに

基づく環境区分コードの例を示すことにする。

経費費目の中で、環境目的と品質・性能目的な

どの複合するコストについて、リコーでは按分法

を採用している。環境庁のガイドラインでは、差

額集計を基本とするとされているが、差額を算出

するための対象額の設定が困難なためである。具
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体的には、上に示した環境会計区分コードに３段

階のウエイトを付けている。まず、100％環境費

用であるものはＸマークを、環境目的が20％以上

あるものは50％とカウントし、５のマークを、ま

た環境目的が20％未満のものは10％環境費用とし

て１のマークを区分コードの末尾に付けることに

している。

３）環境効果の捉え方

次に、環境効果については、金額ベースで捉え

る経済的効果と、物量ベースで捉える環境保全効

果の２種類で見ることにしている。経済的効果に

関して、環境コストをかければ、何らかの経済効

果があるはずなので、３つの効果に分類して把握

することにしている。

一つ目は、「実質的効果」である。使用済み原

材料をリサイクルする目的で売却した場合の利

益、省エネ、省資源化による利益など、これまで

の経済法則に則り、誰の目にも明らかな目に見え

る効果である。

二つ目は、「みなし効果」である。環境保全活

動によって得られるであろう生産付加価値を、経

済的効果として一定の定義に従って算出するもの

である。例えば、事業エリア内の環境コストを製

造経費で除し、それに生産付加価値（生産高マイ

ナス原材料費）を掛け合わせたものを生産付加価

値の寄与分と定義して算出する。あるいは、環境

教育分野や、環境マネージメントの構築・維持管

理コストの効果や、報道記事やホームページの閲

覧による効果、環境配慮設計による製品の

販売付加価値の寄与分等を効果としてカウ

ントしている。

現在、産業界の一部では、経済効果は、

従来の概念と方法に従って、はっきり目に

見えるもののみを捉えるべきであると主張

する人々もいる。しかし、環境コストをか

ければ何らかの経済効果は必ずあるはずで

あり、目に見えないものを、知恵を出し工

夫することによって目に見えるようにする

ことが重要であると考えている。自然科学

や産業技術の分野では、ある仮説を立て、その仮

説を実現し、検証することで新たな発見や発明が

なされている。「発見とは既に存在し、目の前に

あることに気づくことである」とはアインシュタ

インの言葉であるが、社会科学の分野においても

同様の努力がなされてしかるべきである。目に見

えないものを目に見えるようにする知恵と工夫の

中に、新たな道が開けてくるものと確信してい

る。

三つ目は、「偶発的効果」と呼ぶもので、環境

汚染や、訴訟などのリスクを回避したと考えられ

る効果である。この偶発的効果に関しては、リス

ク回避の金額に発生計数を乗じて算出する方法を

取っている。リスク項目は幾つかあるが例えば訴

訟や、事故等による操業停止、修復といった項目

である。また、それぞれの項目に対応する基準金

額を想定し、発生計数及び影響計数を掛け合わせ

て算出する。これら計数は社会的に誰もが認める

ものとしては存在しないが、それぞれの企業の置

かれた環境から試行錯誤のプロセスを得て設定し

ていくものであろう。現在確定したものはなくと

も、それを求めて限りなく、現実に近付ける努力

は、それぞれの分野で展開していくことが重要で

あると考える。なお、参考までに経済効果につい

ての主な算出方法を以下に掲げる。

経済効果についての主な算出方法

環境割合＝環境費用／総費用　

表１　環境保全コストの集計表（例）
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・直接的環境費用効果

生産付加価値寄与分：（生産高－原材料費）×環境割合

報道効果：新聞報道で取り上げられた紙面面積

／一頁の紙面面積×一頁あたりの広告費用

・間接的環境費用効果

環境教育効果：内部環境教育受講者

×外部で受講した場合の費用

EMS構築効果：新規構築事業所数

×外部委託コンサルタント料

・環境R&D費用効果

R&D付加価値寄与分：(売上高－売上原価)
×（R&D経費/全経費）×環境割合

・製品リサイクル費用効果

リサイクル効果：製品リサイクルにより得られたリサ

イクル品の売却額

・社会的取組費用効果

宣伝効果：環境ホームページアクセス数×環境報告書代

４）環境保全効果

次に、環境保全効果であるが、これは、対象

年度内に削減できた環境負荷量を効果として把

握している。外部に対しては、物質量そのもの

を公表するが、内部環境会計の立場からは、貨

幣価値を合わせて評価できるスキームを目指し

ている。また、環境保全活動は継続的に改善し

ていくことから、対前年度の削減量を継続的に

減少させることは次第に困難になることが予想

されるため、環境負荷総量の実績を併記するこ

とで、環境負荷の規模を把握できるように工夫

している。

環境会計の中では環境保全項目としては、

CO2,NOx,SOx，用水（BOD換算）、廃棄物最終処

分量など、環境負荷の大きな５項目を採用して

いるが、将来は項目を増やす方向で検討を続け

ている。

５）環境効率指標

(1) 「EE(環境改善効率)値」と「エコレシオ(環

境負荷利益率)」を把握

次に、環境保全活動を効率よく推進していく

ためには、環境負荷量と環境コストを関連付け、

適切な指標を導入し評価する必要がある。事業

活動の中で如何に効率的に環境負荷を減らせた

かの指標とするためである。環境負荷削減効果

を把握するために、対象年度の環境負荷削減量

をその年度の環境コスト総額で割った指標を

“EE値”(環境改善効率：Eco  Efficiency)とする

のである。

これによって、所定の費用でどれだけの環境

負荷を削減できたかが明確になる。すなわち、

対象年度の環境コスト１億円あたり、項目別に

どれだけ環境負荷物量を削減できたかが明確に

なる。しかし、この数値は、環境改善が進むほ

ど低下していく性格を持っているため、これの

みで環境経営効率を測定することは困難となる。

Ａ）“エコエフィエンシー”（環境改善効率：EE

値）の定義

EE値=環境負荷削減量

／環境費用総額（単位：ｔ／億円)

そこで、リコーグループでは、環境負荷総量

を指標化するにあたっては、事業規模と対比す

るのが適切であるとの考えから、売上総利益を

環境負荷総量で割った指標「エコレシオ(環境負

荷利益率)」として算出することにした。これに

よって、環境負荷物質１トンを排出することで、

どれだけの付加価値を生み出したかを明確にで

きる。

エコレシオが高いほど、少ない環境負荷で、

経済効率の高い活動が行えたことを意味するわ

けである。

Ｂ）“エコレシオ”（環境負荷利益率：Eco Ratio ）

の定義

エコレシオ=売上総利益

／環境負荷総量（単位：億円／ｔ）

(2)「環境改善指数」と「環境負荷利益指数」で

年度ごとの環境活動を把握

次に、効果的な環境投資やプロジェクト管理

を行うためには、環境投資全体に対する環境負

荷削減効果と経済効果を、年度ごとに把握・比

較できるようにすることが重要である。そこで、

リコーグループでは、「EE（環境改善効率）値」

と「エコレシオ（環境負荷利益率）」の環境負荷

項目ごとに重み付けを行い、指標化することに

よって「EEI（環境改善指数）」と「エコインデ



各サイトごと、環境活動のプロジェクトごとの

環境会計の検討を行うことにした。このように

すれば、効率的な環境保全活動がリコーグル－

プ全体に展開できると考え、また外部公開する

ことで、他の組織からベンチマークの対象とな

り、今後環境活動を始めようとしている事業者、

環境担当の人々に有効に利用してもらえるので

はないかと考えている。

リコーでは、各企業が公表しているような経

営レベルでの環境会計を「コーポレート環境会

計」（表２）と呼び、各サイトごと、個別活動レ

ベルでの環境会計を「セグメント環境会計」（表

３、４）と呼び区別している。

(1) グループ全体の環境負荷削減効果と経済効果

は、「コーポレート環境会計」で把握

コーポレート環境会計は、リコーグループ全

体の環境活動の結果を把握・公表したり、効果

的な環境投資を行うための意思決定支援ツール

とすべく、投資の全領域に対するすべての環境

負荷削減効果と経済効果を把握することを前提

としている。

また、「EE値（環境改善効率）」と「エコレシ

オ（環境負荷利益率）」を算出し、更に、これに

重み付けを行い、統合することにより、グルー

プ全体の環境負荷削減効果と経済効果を、年度

ごとにわかりやすく表現できるようにしている。
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ックス（環境負荷利益指数）」を算出することに

した。

効率的に環境負荷を削減できたかを「EEI」に

よって、また、少ない環境投資で効率的に利益を

あげることができたかを「エコインデックス」に

よって判断するのである。環境負荷項目ごとの換

算係数は、CO2、NOx、SOx、BODに関しては世

の中で受け入れられている基準を使用するが、廃

棄物最終処分量およびPRTR（Pollutant Release

and Transfer Register：環境汚染物質排出・移動登

録制度）に関しては、世の中にいまだ一般的な基

準が存在していないため、リコーグループ独自の

基準を設定して換算している。

重み付けの基準に関しては、ホームページなど

で情報開示を行い、広く社会からの意見を受け入

れ継続的に検討し改善していく予定である。

６）コーポレート環境会計及びセグメント環境

会計

各企業が環境会計として公表しているものは基

本的に企業活動全般を対象とした環境会計であ

る。しかし、環境会計を環境経営の意志決定の有

効なツールとするためには、各サイトごとあるい

は環境活動のプロジェクトごとの環境会計情報が

必要となる。

従って、企業全体を対象とした環境会計に加え、

表２　コーポレート環境会計（概要）
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表２はリコー環境報告書2000に掲

載されたものである。

(2) 環境投資などに対する効果予

測・把握に「セグメント環境

会計」を活用

セグメント環境会計は、事業所

ごとの環境設備投資や、プロジェ

クトのスタート時に、投資に対す

る効果予測などを行うために、リ

コーグループ内部で独自に実施し

ている環境会計である。環境活動

は、すべての企業にとって重要な

活動であるが、経済効率を無視し

た活動を行っていては企業の存続

は不可能となる。

例えば省エネシステムへの設備投資を行う前

に、その環境負荷削減効果と経済効果を予測し、

導入したシステムがどの程度の効果をあげている

かを把握することは企業経営上重要である。環境

会計は、大規模な投資の判断や効果測定にしか活

用できないのではないかとの議論もあるが、セグ

メント環境会計は、部門ごとの設備投資など、比

較的小さな投資に対する効果を判断するのにも有

効である。リコーグループでは、今後、すべての

環境に関わる投資やプロジェクトのスタート時

に、セグメントの環境会計を実施し、意思決定に

役立てていく予定である。

その事例を環境報告書から抜粋し、以下に紹介

したい。

(3) コージェネレーションシステムによる省エネ

システムの導入事例

リコー沼津事業所では、コージェネレーション

システムの導入にあたって、Ａ重油によるコージ

ェネレーションと、都市ガスによるコージェネレ

ーションの２つの方式を検討した。Ａ重油を使用

する方式では、コストダウン効果は大きいものの、

CO2排出量は導入前に比べて増加することが判明

した。一方、都市ガスを使用する方式では、コス

トダウン効果は少なくなるが、大幅にCO2排出量

を削減でき、投資コストも５年で回収できること

が予測された。

環境負荷削減効果、経済性の両面からの予測に

より、リコー沼津事業所では、都市ガスによるコ

ージェネレーションの導入を推進することにし

た。また、コージェネレーションの導入後、詳細

な費用対効果の検討の結果、法定償却期間内に、

約10.5億円のコストダウンと、約3.5万トンのCO2

排出量削減を達成できる見通しを得ることができ

た。

(4) セグメント環境会計による効果把握（廃水処

理システムの導入事例）

リコーやしろ工場では、用水のクローズドシス

テムを採用している。1993年に廃液処理システム

を導入することにより、環境負荷削減と廃水処理

費削減を図ることができた。その費用対効果を計

算すると、約2.5年でコストが回収でき、約6.3億

円の費用に対し、1999年の時点で約 12.7億円の経

済効果をあげている。

以上、リコーグループの環境会計の概要を紹介

したが、環境経営のレベルアップ、環境パフォー

マンスの向上のためには環境会計の果たす役割は

益々重要になってきている。試行錯誤を続けなが

らも、見えないものを見えるようにし、環境経営

のツールとしての環境会計の発展のために地道な

努力を続ける必要があることを認識している。

表３　セグメント環境会計（省エネシステムの導入効果予測）

※コージェネシステムの償却年のトータルでカウント

表４　セグメント環境会計（廃水処理システムの効果把握）

※ 1994年からの積み上げによる。
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協会だより
損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事のう

ち、特に安全防災活動を中心にお知らせするページです。こ

れらの活動等について、ご意見やご質問がございましたら、

何なりとお気軽に編集部あてお寄せください。

・第38回高校生の「くらしの安全・くらしの安

心」作文コンクールの入選者が決定しました

当協会および財団法人損害保険事業総合研究所

では、安全で安心して暮らせる社会や家庭の大切

さを認識願うとともに、相互扶助の精神を基本理

念とする損害保険の仕組みゃ役割を理解願うた

め、文部省および全国高等学校長協会のご後援の

もと、 1963年から毎年、高校生を対象に作文を募

集しています。

2000年度（第38回）においては、損害保険または

安全・防災というテーマで募集したところ、全国

の高校生から11,785篇の応募があり、数次にわた

る審査を重ね、入選者を決定しました。

入選者のうち、 l等から 3等までの生徒と指導

教諭を招き、去る11月24日（金）午後 5時より、

東京・大手町の経団連会館にて表彰式を挙行いた

しました。

審査委員：

早稲田大学名誉教授 金津 理氏

元NH K解説委員長 成田正路氏

評論家 五代利矢子氏

文部省初等中等教育局視学官河野公子氏

全国高等学校長協会会長 水谷 弘氏

日本損害保険協会会長 井口武雄

損害保険事業総合研究所理事長

樋口公啓

主 催：社団法人日本損害保険協会

財団法人損害保険事業総合研究所

後援：丈部 省

全国高等学校長協会

費： l等 l篇

文部大臣奨励賞・日本損害保険協会賞

神奈川県慶麿義塾湘南藤沢高等部3年

梅原香織さん

『家庭内事故を、「知るJj

その他、 2等2篇、 3等2篇、佳作20篇の作品

が入選いたしました。

・平成13年度の全国統一防火標語を募集します

当協会では、自治省消防庁との共催により、

『平成13年度全国統一防火標語Jを募集いたしま

す。

当防火標語の募集は、広く防火意識の高揚を図

り、社会貢献の一環として毎年実施しているもの

です。入選作品は平成13年度の 1年間、全国各地

で防火意識の普及・ PRに使用されるとともに、

秋の全国火災予防運動用防火ポスターに掲載され

ます。

防火標語の応募にあたっては、家庭や職場の防

火意識の高揚に役立ち、火災の恐ろしさ、防火の

大切さ、防火のポイントなどを簡潔に表現した斬

新な作品が多数寄せられますことを期待しており

ます。

［応募要領1
1 .応募締切： 2001年 1月31日（水）く必着＞

2.応募方法：当協会のホームページ（URL:

http: //www.sonpo.or.jp）よりご応募下さい。

※E-mailによる直接の応募は無効となります。ま

た郵送の場合は郵便はがきに必要事項を明記し下

記までお送り下さい。

〒101・8335 東京都千代田区神田淡路町2・9

日本損害保険協会「防火標語JH係

※封書による応募は無効となります。

＜記載事項＞

標語（はがきの場合は l枚につき l作品）、郵

便番号、住所、氏名（ふりがなをふって下さい）、

年齢、性別、職業、電話番号を漏れなくお書き下

さい。

3.選考委員：

北野大氏（淑徳大学教授）

神津十月氏（作家・エッセイスト）
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協会だより

消防庁長官

日本損害保険協会会長

4.発 表： 3月下旬に当協会ホームページお

よび週刊現代（2001年3月26日発売・ 4/7号）、週

刊新潮（2001年3月29日発売.4/5号）、週刊文春

(2001年3月29日発売・ 4/5号）誌上で発表。入賞

者本人には直接通知いたします。

5. 賞 ：入選 1点賞金30万円

佳作3点賞金2万円

6.留意事項：

＊同一作品は抽選によって選定させていただきます。

＊入賞作品の著作権は当協会に帰属し、応募作品

は返却いたしません。

＊応募、入選に係るお電話でのお問い合わせはご

遠慮下さい。

・『2000防災シンポジウム lN京都Jを開催し

ました

当協会では、一般市民を対象に防災意識の啓発

を目的とした防災シンポジウムを例年開催してお

ります。今年度は8月22日（火）に千代田区一ツ

橋の日本教育会館で「2000防災シンポジウムIN

東京大地震直下地震に備えて一大地震！そのと

き、あなたは情報を活かせるか－.Iを開催し、続

いて10月10日（火）に経団連ホールで『有珠山、

三宅島、新島・神津島の活動と災害情報－災害の

現状と今後の対策 』についてのロングシンポジ

ウムを開催しました。

また、 1200年の歴史を有する京都市も、花折断

層や京都西山断層などの断層運動で形成された京

都盆地に位置し、活断層が動いて起きる大規模な

直下地震に見舞われる可能性があるとのことカ、

ら、 11月22日（水）に京者

1200において、『2000防災シンポジウム IN京都

大地震が京都を！ 古都の防災を考えるJを開催

しました。

・『チャイルドシートJの使用に関する意識と

実態について調査を実施

50 

～O歳児の母親の30.4%が危険な抱っこ乗車～

2000年4月の道路交通法の改正で、 6歳未満

の幼児の自動車乗車時にチャイルドシートの着

用が義務付けられてから、 10月 1日で半年が経

過しました。当協会では、チャイルドシートの

着用推進、誤使用防止を目的として、 2000年8

月に首都圏と大阪圏に住む 6歳未満の子供を持

つドライバー300人を対象に「チャイルドシートJ
の使用実態やその知識度および意識などに関す

るアンケート調査を実施しました。

この調査結果を報告書としてまとめ、チャイ

ルドシートの着用推進と正しい使用法の啓発に

役立てていただくため、マスコミ、行政・交通

安全推進団体等に配付しました。

＜主な調査結果＞

(1）チャイルドシートの所有状況は、「 6歳未満

の子供の人数分持っている」が86.0%とほとん

どの人はきちんと備えているが、「持っている

が 6歳未満の子供の人数分持っていない」

(9.0%）、「持っていない」（5.0%）など不十分な

人もいる。

(2) 「チャイルドシートをイ吏用していないJは、

4人に I人（24.0%）。特に、 0歳児の母親の 3

割強（30.4%）は、“抱っこして乗車する”とい

う、危険な乗せ方をしている（裏表紙ご参照）。

β） “装着していてよかった”と思った経験があ

る人（76件）は、「急ブレーキをかけた時」

(46件）が最も多く、チャイルドシートの効用を

実感している。

(4）チャイルドシートの基本的知識を確認する20

項目のうち、全問正解者はわずか17名（5.7%）。

中でも「エアバッグが装備されている助手席

には、一般的にチャイルドシートを着けない

方がいいとされている（正）」という質問では

44.6%が不正解で、基礎的な知識がまだまだ十

分ではないことがわかった。

安本報告書は、当協会ホームページ（URL:

http : //www.sonpo.or.jp）で全文をPDFファイル

形式でご覧いただけます。
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（読者の皆さまへ）

予防時報について、ご意見をお聞かせください

毎号、予防時報をご愛読いただきまことにあ

りがとうございます。

編集部では、紙面のより一層の充実を図るた

め、前号から読者の皆さまのご意見・ご希望を

お伺いしております。

社までお送りください。予防時報のホームペー

ジからご協力いただく際は、ホームページ上の

指示に従ってください。

まだご回答いただいていない方は、ぜひ裏面

の回答用紙にご記入いただき、下記あてにご送

付くださるようお願い申し上げます（郵送でも

FA Xでも結構です）。

なお、職場等で回覧されている場合は、適宜

回答用紙をコピーしていただき、より多くの

方々がご意見を寄せられるようご配慮いただけ

れば幸いです。

回答先：株式会社阪本企画室（制作会社）

インターネットでも、ご協力いただけます。

E-mailをご利用になる場合は、ご回答者のお名前、

ご連絡先、ご職業（勤務先・お役職）と総目次

の要否をご記入の上、アンケートのご回答を

1・c,2・b,2・d，のようにご記入いただき、下記制作会

回答先住所：干162-0066東京都新宿区市谷台町11

Fax:03-3359-7154、Tel:03・3351・3540

E伺mail:hiroo@s.email.ne.jp

※2001年1月末を締切とさせていただきます。

ご回答いただいた方に『予防時報総目次JをE刊 ailで‘差し上げます。

．アンケートにご回答いただいた方には、ご希望に応じて、『予防時報j l号から200号までの項目

と執筆者をデータベース化してキーワード検索ができるようにした「総目次JをExcelのデータ

で差し上げます。

．ご希望される方は、回答用紙の「総目次希望欄」にO印をつけるとともに、 E-mailアドレスを必

ずご記入くださるようお願いいたします。

・後日、制作会社から当該アドレスに送信させていただきます。（配布方法は原則E-mailに限定さ

せていただきますので、ご了承願います。）

．なお、総目次の特徴は次の通りです。

ア．ご使用に当たっては、 Excel97以上のパージョンが必要です。

イ．データ量は約 1メガバイトです。

ウ．検索は、①各号別、②執筆者およびキーワード別の 2通りで、執筆者およびキーワード別

の検索は、 2種類の言葉による絞り込みができるようになっています。

エ．検索に当たってはマクロ機能を利用します。

オ．このデータベースについてのご質問等は、上記『予防時報J制作会社にお願いいたします。

カ．記事の内容は記載しておりません。『予防時報jの内容についてのご照会は当協会安全防災

部技術グループまでご連絡ください。

TEL: 03・3255-1397,FAX : 0与3255・1236,E-mail: angi@sonpo.or.jp 
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株式会社阪本企画室行

(FAX:03・3359・7154)

お名前：

予防時報アンケート回答用紙

（該当項目にOをつけてください。）

電話番号：

ご職業（勤務先・お役職）

E-mail : 総目次： 要・不要

1.本誌の入手経路を教えてください。なお、 201号からは、日本損害保険協会のホームページにPDF 

ファイルで掲載しています。

1-a. 日本損害保険協会から送付されている

1-c. 日本損害保険協会のホームページで見ている

1・x.その他（具体的に／例…図書館で閲覧：

1・b.損害保険会社から入手している

2. あなたの業務などで本誌は役に立っていますか？（何項目でも結構です。）

2-a.業務上有用な情報を得ている 2・b. 防災関係の幅広い知識を得ている

2-c.仕事上のヒントを得ている 2・d.原稿執筆や講演に利用している

2-e.社内資料・部内資料に利用している 2・f. あまり役に立っていない

2-x.その他（具体的に：

3.読まれた後、本誌をどのようにされていますか？

3-a. ファイルして保存している 与b.一定期間保存後、処分している

3-c.必要記事だけをスクラップして保存している 3-d.廃棄している

4.本誌は、総合安全防災誌として、様々な分野の問題を分かりやすく表現するよう心がけていますが、

皆さまのご希望をお伺いいたします。

(1）ご興味がある分野はどれですか？（何項目でも結構です。）

4-a.火災・爆発 4-b. 自然災害 4-c.産業災害 4-d.交通関連

4-e.環境関連 4・f.情報関連 4-g.企業法務

4-x.その他（具体的に：

(2）具体的に取り上げたいテーマがありましたら、お教えください。（例…都市の地下浸水問題）

4-y. ( 

4-z. ( 

(3）記事内容のレベルについてはいかがですか？

4-1. もっと専門的にしたほうがいい

4-n. もっと一般的にしたほうがいい

4-m.今のままでよい

5. その他、本誌に関するご意見・ご希望がありましたら、ご記入ください。

5-x. 

＊ご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

52 



53

2001予防時報204

2000年７月・８月・９月

災害メモ
●９・29 愛知県一宮市の木造２階

建住宅から出火。約160㎡全焼。３

名死亡。３名負傷。

★爆発

●９・14 三重県一志郡嬉野町の食

用コーンオイル製造「辻製油」工場

の油かす貯蔵庫で爆発、出火。1,270

㎡焼損。３名負傷。

★陸上交通

●７・13 熊本県八代市の南九州西

回り自動車道古麓第二トンネル内で

ワゴン車がセンターラインを越え、

対向のトラックと正面衝突。3名死

亡。３名負傷。

●７・31 福岡県三井郡北野町で軽

乗用車が道路左側のコンクリート製

門柱に激突、大破。４名死亡。１名

負傷。

●８・６　福井県坂井郡三国町の県

道交差点で右折の乗用車と直進の乗

用車が衝突。3名死亡。１名負傷。

●８・14 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町

の国道101号で乗用車が案内標識と

民家に激突。３名死亡。

●９・15 東京都府中市の多摩川通

りのカーブでワゴン車がセンターラ

インを越え、対向のトラックと正面

衝突。２名死亡。3名負傷。

★海難

●７・９　兵庫県神戸市沖の明石海

峡大橋付近でレジャー用モーターボ

ートから幼児が転落。救助に飛び込

んだ両親と３名死亡。

●９・11 北海道浦河郡浦河町沖で

沖合底引き網漁船が転覆、沈没。14

名死亡。３名負傷。

★自然

●７月　関東地方、近畿地方などで

真夏日が続く。大気が不安定な状態

が続き各地で雷雨、降雹などの被害

★火災

●８・13 兵庫県姫路市の桶据山か

ら出火。加古川市の山林など約100

ha焼損。１名負傷。

●８・19 茨城県結城郡千代川村の

発泡ポリエチレン加工業「千代川化

成」から出火。鉄筋２階建工場約

1,770㎡と隣接する鉄筋平屋建事務

所135㎡全焼。

●９・１　宮城県仙台市の木造平屋

建物置付近から出火。隣接する東北

大学生寮に延焼、木造２階建て約

1,342㎡全焼。

●９・17 大阪府八尾市の６階建マ

ンションから出火、室内約50㎡全焼。

３名死亡。

発生。４名死亡。

●７・８　鹿児島県姶良郡溝辺町の

川でシジミ採りをしていた一家５名

死亡。

●７・９　沖縄県島尻郡具志頭村の

海岸で浅瀬を歩いていた４人が台風

４号の影響の高波にさらわれ３名死

亡。

●８・18 東京都三宅島の雄山が噴

火。（口絵ページへ）

●９・11 東海地方を中心に猛烈な

豪雨。河川決壊のため名古屋市で３

万棟を超える家屋が浸水。（グラビ

アページへ）

★その他

●７・４　宮城県牡鹿郡牡鹿町の山

中に自衛隊松島基地所属のアクロバ

ット飛行チーム「ブルーインパルス」

のT4ジェット練習機２機が墜落。

３名死亡。

●７・18 各地で三菱自動車工業製

造の車14車種に欠陥があることが発

覚。クレーム情報を隠ぺいする「リ

コール隠し」の疑い。

●７・29 愛媛県東予市のフジボウ

愛媛壬生川工場で排水槽を清掃して

いた作業員が硫化水素中毒。３名死

亡。

●８・13 東京都江戸川区の新左近

川マリーナでプレジャーボートの換

気不十分のためCO中毒。２名死亡。

●９・16 北海道広尾郡大樹町の日

高山系・ピリカヌプリ山で登山客が

川に流され、滝に転落。３名死亡。

★海外

●７・６　スペイン・ソリア近郊の

山間部の国道で大型バスとトラック

が正面衝突。27名死亡。30名負傷。

●７・７　中国・広西壮族自治区で

市営バスが橋から約30m下の川に転

落。78名死亡。

●７・10 フィリピン・ケソンのご
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み処分場で台風の風雨でゆるんだご

み山が崩れ、バラック約200世帯下

敷き。226名死亡。166名負傷。

●７・10 ナイジェリア・ウォリ近

郊の原油精製施設で爆発。250名死

亡。

●７・11 中国・陜西省で集中豪雨

のため地滑りや土石流発生。213名

死亡。

●７・12 インド・ムンバイで豪雨

のため地滑りや土石流発生。120名

死亡。100名負傷。

●７・13 中国・江蘇省で竜巻発

生。家屋倒壊や電話線断線などの被

害。20名死亡。500名負傷。

●７・17 インド・パトナーでカル

カッタ発ニューデリー行きの国内線

B737型機が空港近くの団地に墜落、

炎上。59名死亡。

●７・21 ロシア・ボロネシで毒キ

ノコ中毒が相次ぐ。36名死亡。200

名中毒症。

●７・25 フランス・パリ郊外のシ

ャルル・ドゴール国際空港付近でエ

ールフランス航空パリ発ニューヨー

ク行きの超音速旅客機コンコルドが

離陸直後に墜落、炎上。113名死亡。

５名負傷。

●８月初旬　インド・ウッタルプラ

デーシュ、アーンドラプラデーシュ

などでモンスーンによる豪雨で洪水

発生。267名死亡。

●８・４　米国でブリヂストンの現

地法人ブリヂストン・ファイアスト

ン社がタイヤ650万本を自主回収。

損失額は約370億円の見込み。

●８・13 ロシア沖でロシアの原子

力潜水艦が演習中に故障し航行不

能。バレンツ海に潜水したまま浮上

できず、118名死亡。

●８・18 インド・マディヤプラデ

ーシュでモンスーンによる豪雨で増

水した川にバスが転落。約40名行方

不明。

●８・21 中国・江西省の鋼鉄工場

で酸素製造の機械が爆発し、２階建

工場一部が吹き飛ぶ。22名死亡。24

名負傷。

●８・23 バーレーン沖のペルシャ

湾にカイロ発バーレーン行きガルフ

航空の旅客機エアバスA320が墜落、

爆発炎上。143名死亡。

●９・２　インドネシア・マルク諸

島沖で43人乗りの木造沿岸航行船転

覆。20名死亡。

●９・４　ウガンダ・アルバート湖

で過積載の船舶転覆。37名死亡。

●９・６　カンボジア、ベトナム南

部、タイのメコン川流域で熱帯低気

圧による大雨で洪水発生。230名死

亡。

●９・８　中国・新彊ウイグル自治

区で爆発物を輸送中の車が突然大爆

発。近くを通行中の車両20台余りや

周辺の家屋を損傷。60名死亡。309

名負傷。

●９・９　インド・ビハールでモン

スーンによる豪雨で河川が増水。船

舶転覆で55名死亡。

●９・26 ギリシア・パロス島沖の

エーゲ海でフェリーが座礁、沈没。

93名死亡。

●９・27 中国・貴州省の炭鉱でガ

ス爆発。158名死亡。83名負傷。

昭和
25年

編集委員

阿知波正道 安田火災海上保険株式会社

奥田啓介 東京海上火災保険株式会社

北森俊行 法政大学教授

小出五郎 日本放送協会解説主幹

斎藤　威 科学警察研究所交通部長

鈴木淳雄 東京消防庁予防部長

長谷川俊明 弁護士

森宮　康　明治大学教授

山岸米二郎 高度情報科学技術研究

機構　特別招聘研究員

山崎文雄 東京大学生産研究所助教授

編集後記

昨年は、台風による直接的な災害

こそ小さかったが、有珠山および三

宅島の噴火災害、東海地方の豪雨災

害をはじめ、鳥取県西部地震や伊豆

諸島の群発地震等の地震災害、さら

には千葉・茨城両県の降雹災害な

ど、自然災害が多発した。

被災地の方々は、どのような気持

ちで21世紀を迎えられたのであろう
か。

記念すべき新世紀の幕開けではあ

りながら、防災の世界では、大規模

地震や都市直下地震の切迫性が叫ば

れ、地球温暖化や開発等に伴う環境

破壊が災害をさらに進化させていく

のではないかといった暗い話題ばか

りである。

せめて、備えだけは万全にしつつ、

これらの懸念が杞憂に終わることを

祈りたいものである。 （坂本）



台湾でシンガポール航空機墜落、死者81人
2000年10月31日深夜、台北近郊の中

正国際空港で米国ロサンセルス行きのシ

ンガポール航空006便ボーイング747-

400型（乗客乗員179人）が離陸に失敗し、

空港内で墜落、炎上した。

事故の衝撃で機体は三つに切断され、

前部はほぼ全焼した。この事故による死

者は81人、負傷者は40人に上った。

台湾行政院の航空機飛行安全委員会の

調べでは、事故当時、台湾には台風が接

近、強い風雨が吹き荒れており、機長が

誤って事故機を工事中の滑走路に進入さ

せたのが原因とみられている。

本来使用するはずの滑走路「5L」の右

側には並行して「5R」滑走路が走って

いるが、この滑走路は補修工事のため閉

鎖され、滑走路上に工事車両などが置か

れていた。事故機は工事用車両などの障

害物に激突したとみられる。

。：AP/WWP

ア
ル
プ
ス
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー

ト
ン
ネ
ル
内
で
火
災
。

1
5
5人
死
亡
！

． 
2000年11月11日午前9時30分ごろ、オーストリア・アル

プス山脈キッツシュタインホルン山（標高3,203m）のケ

ーブルカ で火災が発生した。

事故当時、ケーブルカーがトンネルに入っていたことか

ら、乗客約175人の大半が避難できずに大惨事となった。

この事故で日本人10人を含む155人が死亡した。

現地対策本部によると、出火の原因は車輪の潤滑油が漏

れて発火したものとみられている。また、車体の材質に欠

陥があったとする見方もある。

現場が運行区間約3.8kmのうちの約3.2kmを占めている

トンネル内であること、急こう配で落石などの危険もあ

ることから、救出作業は難航した。

キッツシュタインホルン山は夏でもi骨れるスキー土曇と

して人気が高く、日本人の観光客も多い。

。：AP/WWP



東海地方で集申豪雨、堤防決壊・越水で大被害
平成12年 9月11日から12日にかけて愛知県、

三重県、岐阜県など東海地方を中心に記録的

な豪雨に見舞われた。

この豪雨で名古墨市西区の新川の堤防カず決

壊するなど各地で河川の決壊や越水がおこり、

浸水被害は広い範囲に及んだ。またマヒ状態

となったJR東海道新幹線で、乗客約5万人が車

中泊となるなど交通網も混乱した。

この豪雨の原因は、東海地方南部から西日

本にかけて停滞していた秋雨前線に、台風14

号の影響で暖かく湿った空気が流れ込んだた

めとみられる。

。人的被害

死者： 10人

負傷者： 98人

。住家被害

住家の全・半壊： 104棟

住家の床上・床下浸水： 71,291棟

。避難勧告指示

愛知県 213,989世帯（554,402人）

長野県 262世帯（ 674人）

岐車県 4,164世帯（ 13,237人）

三重県 4,236世帯（ 11,138人）

合計 222,651世帯（579,451人）

（自治省消防庁10月 2日現在）

。：毎日新聞社

平成12年10月6日午後1時間

味ごろ、高取県西部を中，i).，こ地震

が発悲した。麓j壊の深さは約10

畑、マグニチュード怯7.3を記録

した。鳥取県西部や島根県東部で、

は余震が、続意、 8自午前G時まで

に震度4をヰ題、震度 3を38回

観測した。

一連の地震で、議取壊、調山県、

島根県などで負傷者138入、住家

の金‘半壊見841棟、断水6茅.911戸、

博電9,278戸などの被害が生じな。

（自治省消防庁11.F.121日現主〉

また、溝王国各に亀裂が入った米

子空港が閉鎖され、 JR毎緯でダ

イヤが乱れるなど交通網も混乱し

たG

この地麓で鳥取嘆の日野町や境

港市では震度6強を記録したが、

これは平成7年 1月iこ起こった販

神大震災の麓度7に次ぐものだっ

た。

む：毎日新聞社



安全防災関係 主な刊行物／ビデオのご案内

交通安全関係

＜刊行物＞
・C&I （交通安全情報誌、年 2回発行）
－自動車保険データに見る交通事故の実態 （『97年度版）

・安全装備 （シートベルト）の分析報告書
－シニアドライパーの交通事故に関する調査報告書
・車両形状別・シートベルトの分析報告書
－交通事畝データと自動車保険データの統合およびその活
用に関する調査研究報告書

＜ビデオ＞
・シニアドライバー
一急増するドライバーの事故ー ［35分］

・ザ・シートベルト （37分］
・ザ ・シートベル ト2 [22分］

－交通安全の基礎知識 （交通安全マニュアル）
．交通安全情報源ファイル
－交通事故被害者の受傷状況についての分析｜ 、｜｜
．交通事故死傷者の人身損失額と受傷状況の研究

・追突ー混合交通の落とし穴 ［27分］
・交差点事故を防ぐ （18分］

・ザ・チャイルドシート ［29分］

。r C & I Jおよび各ビデオは、実費で頒布しております。損保セーフティ事務局 （TEL(03)3561-2592、受付時間
AM9:00～PM6:00 （月曜～金曜）） にお申し込みくださし、。その他の刊行物につきましては、 当協会安全防災部交通安全推
進グループ （TEL(03)3255-1945）までお問い合わせくださし、

安全妓術関係

＜刊行物＞
－予防時報 （季干IJ) ・EUの労働安全衛生に係る規制に関する調査 ・研究報告書
－災害に負けない企業づくり －工場・倉庫建物の強風対策に関する調査・研究報告書

・危険物と産業災害一知っておきたい知識と対策ー －企業における自動車事故による費用損失に関する調査・
・地震と産業被害 （山崎文雄著） 研究報告書
－世界の重大自然災害 ・建物の火災被害想定に関する調査・研究報告書

－世界の重大産業災害 －貨物自動車の安全な運転法に関する調査・研究報告書
・改正建築基準法に関する調査・研究報告書 －海外安全法令シリーズ （NO.1～13) 

－機械設備の安全対策に関する調査・研究報告書

。各種刊符物につきま しでは、当協会安全防災部技術グループ （TEL(03)3255・1397）までお問い合わせください。

災害予紡関係

＜干IJ行物＞
・§大地震と防災
・直下型地震と防災ーわが家の足元は大丈夫 7ー
．津波防災を考えるー付・全園地域別津波情報ー
．ドリルDE防災

一災害からあなたを守る国語・算数・理科・ 社会一
・ドリルDE防災 PartII 

一災害からあなたを守る国語・算数・理科・社会
．首都の防災を考えるー歴史環境の保全と都市防災

＜ビデオ＞
・自然災害を知り備える 平成の災害史ー （25分］
・河川！災害の教訓I[24分］
－風水害に備える（21分］
・その時きみは？ 一良太とピカリの地震防災学一［19分］

・地震 ！パニックを避けるために ［23分］
・地震 lその時のために一家庭でできる地震対策ー［28分］
・検証・91台風19号 （風の傷跡）[30分］
－火山災害を知る （日）（英）[25分］
・火災と事故の昭和史 （日）（芙）[30分］

・変化の時代のリスクマネジメン ト
一企業は今リスクをどうとらえるべきかー （森宮康著）

・クラグラドンがやってきた （防災絵本一手引寄付き一）
・地震！クラッとくる前に一大地震に学ぶ家庭内防災ー

［予防時報別冊］中京圏の地震災害
－検証＇91台風19号風の傷跡ー

・地域の安全を見つめる一地域別 「気象災害の特徴」
．昭和災害史

・災害絵図集ー絵でみる災害の歴史一 （日）（英）

・高齢化社会と介護一安心への知恵と備えー ［30分］

・昭和の自然災害と防災 （日｝（芙）(30分］
・応急手当の知識［26分］
－稲むらの火（16分］

・絵図に見るー災害の歴史一 ［21分］
・老人福祉施設の防災［18分］
・羽はたけピータン ［16分］
・森と子どもの歌［15分］
・あなたと防災一身近な危険を考えるー［21分］

。ビデオは、防災講演会や座談会などにご利用ください。当協会各支部 ［北海道：（011)231-3815、東北：（022)221-6466、
新潟：（025)223-0039、東京＝（03)3255-1450、績浜＝（045)681-1966、静岡＝（054)252『 1843、金沢＝（076)221・1149、名古屋
:(052)971-1201、京都：（075)221・2670、大阪＝ (06)6202・8761、神戸＝（078)3260011、中国＝（082)247・4529、四国
:(087)851-3344、九州＝（092)771-9766、沖縄＝（098)8628363］にて、無料貸し出ししております。各種刊行物につきまし
ては、安全防災部事業グループ （TEL(03)3255-1217）までお問い合わせくださし、。刊行物、ビデオとも上記記載のほか多

種用意しております。



日本損害保険協会の安全防災事業

交通安全のために

．交通安全啓発のための広報活動
・交通安全推進ビデオの制作・頒布
・交通安全情報誌の発行
・交通安全教育事業への協力
．救急医療体制整備の援助
・交通事故防止機器材の寄贈

災害予防のために

．消防自動車の寄贈
．防火ポスターの寄贈
．防災シンポジウムの開催
．防災講演会の開催
．防火標語の募集
．防災図書の発行
．防災映画・ビデオの制作・貸出

安全防災に関する調査 ・研究活動

交通事故、火災、自然災害、傷害、
賠償責任等さまざまなリスクとその
安全防災対策について、調査・研究
活動を進めています。

〔 チヤ仰シー川用実態 〕
0歳児の母親の30.4%が危険な抱っこ乗車
日本損害保険協会のアンケート結果より。（2000年 8月実施）
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住友海上
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セゾン自動車火災
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本誌は以下の用紙を使用しています。

用紙名 ｜ 古紙含有率

表紙 ・Di栓 IA2コトR I 100略
目次 lエコカラ うぐいす｜ 50略

本文 I :7りーンランド ｜ 自白%

日本損害保険協会のホームページでは、損害

保険に関する基礎的な情報を提供しています。

http://www.sonpo.or.jp 


